
（
現
金
出
納
簿
）

第
四
条
現
金
出
納
簿
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

’
供
託
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
法
務
省
令
第
一
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八

条
の
規
定
に
よ
り
供
託
金
が
納
入
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
《
受
入
れ
の
日
付
は
、
保
管

金
領
収
証
書
を
受
領
し
た
日
と
し
、
そ
の
日
が
保
管
金
領
収
証
書
の
日
付
と
異
な
る
と
き

（
供
託
番
号
）

第
三
条
供
託
番
号
は
、
供
託
金
、
供
託
有
価
証
券
又
は
供
託
振
替
国
債
の
別
に
会
計
年
度
ご

と
に
号
数
を
更
新
し
て
付
す
る
も
の
と
し
、
当
該
会
計
年
度
及
び
金
、
証
又
は
国
の
記
号
を

冠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
準
則
に
お
い
て
、
「
供
託
所
」
と
は
、
供
託
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
十
五

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
供
託
所
を
い
い
、
「
日
本
銀
行
」
と
は
、
供
託
所

の
供
託
金
取
扱
店
、
供
託
有
価
証
券
取
扱
店
又
は
供
託
振
替
国
債
取
扱
店
た
る
日
本
銀
行
本

店
、
支
店
又
は
代
理
店
を
い
い
、
「
職
印
」
と
は
、
何
法
務
局
（
何
地
方
法
務
局
）
何
支
局

（
又
は
出
張
所
）
供
託
官
の
印
で
あ
る
こ
と
を
示
す
供
託
官
の
印
章
を
い
う
。

（
趣
旨
）

第
一
条
法
務
局
若
し
く
は
地
方
法
務
局
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
支
局
又
は
こ
れ
ら
の
出
張
所
に

お
け
る
供
託
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
は
、
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
《
こ
の
準
則
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

○
供
託
事
務
取
扱
手
続
準
則
（
昭
和
四
十
七
年
三
月
四
日
法
務
省
民
事
甲
第
一
○
五
○
号
法

務
省
民
事
局
長
・
法
務
大
臣
官
房
会
計
課
長
通
達
）

令
和
一
一
年
四
月
一
日
現
在

目
次第

一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章第

一
章
総
則

総
則
（
第
一
条
’
第
二
十
五
条
）

供
託
手
続
（
第
一
一
十
六
条
’
第
五
十
五
条
）

払
渡
手
続
（
第
五
十
六
条
’
第
七
十
条
）

供
託
金
利
息
及
び
利
札
（
第
七
十
一
条
’
第
七
十
四
条
）

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
供
託
等
（
第
七
十
四
条
の
一
一
）

雑
則
（
第
七
十
五
条
’
第
九
十
六
条
）



四
供
託
金
の
払
渡
し
と
供
託
金
利
息
の
払
渡
し
と
は
、
各
別
に
記
録
す
る
こ
と
・

五
支
出
官
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
第
十
一

号
の
規
定
に
よ
り
供
託
金
利
子
の
補
て
ん
を
受
け
た
と
き
の
記
録
は
、
摘
要
欄
に
「
利
子

資
金
受
入
何
月
何
日
付
」
と
し
、
受
の
預
金
欄
に
当
該
金
額
を
記
録
す
る
こ
と
・

六
小
切
手
振
出
日
付
後
一
年
を
経
過
し
た
た
め
歳
入
に
納
付
し
た
と
き
の
記
録
は
、
摘
要

欄
に
「
小
切
手
一
年
経
過
の
た
め
歳
入
納
付
何
年
度
金
第
何
号
外
何
件
」
と
し
、
受
の
預

金
欄
及
び
払
の
預
金
欄
に
当
該
金
額
を
記
録
す
る
こ
と
。

一
の
四
供
託
振
替
国
債
の
償
還
金
又
は
利
息
（
以
下
「
償
還
金
等
」
と
い
う
。
）
を
供
託

所
の
保
管
金
に
受
け
入
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受
入
れ
の
日
付
は
、
そ
の
旨
の
日
本
銀

行
か
ら
の
通
知
（
以
下
「
償
還
金
等
受
入
済
通
知
」
と
い
う
。
）
を
受
領
し
た
日
と
し
、

そ
の
日
が
償
還
金
等
受
入
済
通
知
の
日
付
と
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
日
付
を
摘
要
欄
に
記

録
す
る
こ
と
・

’
一
受
入
れ
の
と
き
の
摘
要
欄
の
記
録
は
、
「
供
託
金
受
入
何
年
度
金
第
何
号
外
何
件
」
若

し
く
は
「
供
託
金
受
入
何
年
度
金
第
何
号
外
何
件
（
何
月
何
日
付
）
」
又
は
「
供
託
金
電

子
納
付
に
よ
り
受
入
何
年
度
金
第
何
号
外
何
件
（
何
月
何
日
付
）
」
と
し
、
払
渡
し
の
と

き
の
摘
要
欄
の
記
録
は
、
「
供
託
金
払
渡
の
た
め
小
切
手
振
出
何
年
度
金
第
何
号
外
何

件
」
、
「
供
託
金
払
渡
の
た
め
振
込
何
年
度
金
第
何
号
外
何
件
」
又
は
「
供
託
金
払
渡
の

た
め
国
庫
金
振
替
何
年
度
金
第
何
号
外
何
件
」
と
す
る
こ
と
。

一
一
の
二
供
託
振
替
国
債
に
代
わ
る
も
の
又
は
従
た
る
も
の
と
し
て
保
管
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
振
替
国
債
の
償
還
金
又
は
利
息
を
受
け
入
れ
た
と
き
の
記
録
は
、
摘
要
欄
に
「
保
管

金
受
入
」
と
し
、
受
の
預
金
欄
に
当
該
金
額
を
記
録
す
る
こ
と
・

一
｜
の
三
前
号
の
保
管
金
を
組
み
戻
し
た
と
き
の
記
録
は
、
摘
要
欄
に
「
保
管
金
何
某
に
組

戻
し
」
と
し
、
払
の
預
金
欄
に
当
該
金
額
を
記
録
す
る
こ
と
・

三
供
託
金
を
日
本
銀
行
へ
払
い
込
ん
だ
と
き
の
記
録
は
、
摘
要
欄
に
「
供
託
金
日
本
銀
行

へ
払
込
何
年
度
金
第
何
号
外
何
件
」
、
「
供
託
金
日
本
銀
行
へ
払
込
何
年
度
金
第
何
号
外

何
件
（
何
月
何
日
付
）
」
、
「
供
託
官
電
子
納
付
に
よ
る
日
本
銀
行
へ
の
払
込
何
年
度
金
第

何
号
外
何
件
」
又
は
「
供
託
官
電
子
納
付
に
よ
る
日
本
銀
行
へ
の
払
込
の
領
収
済
何
年
度

金
第
何
号
外
何
件
」
と
し
、
受
の
預
金
欄
及
び
払
の
現
金
欄
に
当
該
金
額
を
記
録
す
る
こ

は
、
そ
の
日
付
を
摘
要
欄
に
記
録
す
る
こ
と
・

’
の
二
規
則
第
一
一
十
条
の
三
第
一
項
の
納
付
情
報
に
よ
り
供
託
金
が
納
付
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
受
入
れ
の
日
付
は
、
領
収
済
通
知
情
報
の
日
付
と
す
る
こ
と
。

｜
の
三
規
則
第
一
一
十
条
の
四
第
一
項
の
国
庫
内
の
移
換
の
手
続
に
よ
り
供
託
金
が
払
い
込

ま
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受
入
れ
の
日
付
は
、
振
替
済
通
知
書
を
受
領
し
た
日
と
し
、

そ
の
日
が
振
替
済
通
知
書
の
日
付
と
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
日
付
を
摘
要
欄
に
記
録
す
る

’
〆
」
０

こ

と
0



第
五
条
一

ら
な
い
。
現

十
一
誤
払
過
渡
を
し
た
供
託
金
又
は
供
託
金
利
息
の
返
納
を
受
け
た
と
き
の
記
録
は
、
そ

の
摘
要
欄
に
「
供
託
金
誤
払
（
過
渡
）
の
た
め
返
納
何
某
か
ら
」
又
は
「
供
託
金
利
息
誤

払
（
過
渡
）
の
た
め
返
納
何
某
か
ら
」
と
し
、
受
の
現
金
欄
又
は
預
金
欄
に
当
該
金
額
を

記
録
す
る
こ
と
・

十
二
毎
月
末
月
計
及
び
累
計
を
付
し
、
会
計
年
度
末
に
お
い
て
は
、
残
高
を
翌
年
度
に
繰

り
越
し
、
合
計
を
付
し
て
締
め
切
る
こ
と
。

２
公
証
人
身
元
保
証
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
口
座
を
設
け
て
現
金
出
納
簿
に
記
録
す
る
も
の

と
す
る
。

八
前
号
の
供
託
金
を
歳
入
に
納
付
し
た
と
き
の
記
録
は
、
摘
要
欄
に
「
何
年
何
月
何
日
付

送
信
の
た
め
の
支
払
指
図
書
一
年
経
過
の
た
め
歳
入
納
付
」
と
し
、
払
の
預
金
欄
に
当
該

金
額
を
記
録
す
る
こ
と
・

九
供
託
金
に
つ
い
て
保
管
替
え
を
し
た
供
託
所
に
お
い
て
は
、
国
庫
金
振
替
を
し
た
日
を

払
渡
し
の
日
付
と
し
、
摘
要
欄
に
「
何
供
託
所
へ
保
管
替
え
の
た
め
払
渡
」
と
記
録
し
、

保
管
替
え
を
受
け
た
供
託
所
に
お
い
て
は
、
振
替
済
通
知
書
を
受
領
し
た
日
を
受
入
れ
の

日
付
と
し
、
摘
要
欄
に
「
何
供
託
所
か
ら
保
管
替
え
の
た
め
受
入
」
と
記
録
す
る
こ
と
・

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
領
の
日
が
振
替
済
通
知
書
の
日
付
と
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
日

付
を
摘
要
欄
に
記
録
す
る
こ
と
・

十
供
託
金
を
時
効
に
よ
り
歳
入
に
納
付
し
た
と
き
の
記
録
は
、
摘
要
欄
に
「
時
効
完
成
に

よ
る
歳
入
納
付
何
年
度
金
第
何
号
外
何
件
」
と
し
、
払
の
預
金
欄
に
当
該
金
額
を
記
録
す

七
隔
地
払
の
手
続
を
し
た
供
託
金
に
つ
い
て
、
日
本
銀
行
か
ら
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
し
て
処
理
す
る
場
合
に
お
け
る
保
管
金
取
扱
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十

七
年
財
務
省
令
第
五
号
。
以
下
「
特
例
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
日
本
銀
行
国
庫
金
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
三
号
）

第
四
十
二
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
受
入

済
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
の
記
録
は
、
摘
要
欄
に
「
何
年
何
月
何
日
付
送
信
の
た

め
の
支
払
指
図
書
一
年
経
過
の
た
め
戻
入
」
と
し
、
受
の
預
金
欄
に
当
該
金
額
を
記
録
す

一
一
払
の
現
金
欄
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
に
受
領
し
た
保
管
金
領
収
証
書
及
び
領
収
済
通
知

情
報
の
記
載
金
額
の
合
計

三
受
の
預
金
欄
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
に
受
領
し
た
保
管
金
領
収
証
書
、
領
収
済
通
知
情

一
受
の
現
金
欄
に
つ
い
て
は
、
金
銭
供
託
元
帳
に
記
載
さ
れ
た
そ
の
日
の
受
入
金
額
の
集

計 る
こ
と
。

ラ
（
四
一
」
‐
〆
」
◎

金
出
納
簿
の
金
額
は
、
毎
日
集
計
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
照
合
し
な
け
れ
ば
な



第
七
条
供
託
有
価
証
券
受
払
日
計
簿
記
載
の
受
入
高
及
び
払
渡
高
は
、
毎
日
集
計
し
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
照
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
託
有
価
証
券
受
払
日
計
簿
）

第
六
条
供
託
有
価
証
券
受
払
日
計
簿
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

’
受
入
の
日
付
は
、
供
託
有
価
証
券
受
託
証
書
を
受
領
し
た
日
と
し
、
そ
の
日
が
供
託
有

価
証
券
受
託
証
書
の
日
付
と
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
日
付
を
摘
要
欄
に
記
載
す
る
こ
と
・

一
’
払
渡
し
の
日
付
は
、
払
渡
し
を
認
可
し
た
日
と
す
る
こ
と
・

三
受
入
れ
の
と
き
の
摘
要
欄
の
記
載
は
、
「
何
某
か
ら
受
入
」
又
は
「
何
年
度
証
第
何
号

受
入
」
と
し
、
払
渡
し
の
と
き
の
摘
要
欄
の
記
載
は
、
「
何
某
へ
払
渡
」
又
は
「
何
年
度

証
第
何
号
払
渡
」
と
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
数
件
を
取
り
ま
と
め
て
記
載
す
る
場
合

に
は
、
「
何
某
外
何
件
受
入
」
若
し
く
は
「
何
年
度
証
第
何
号
外
何
件
受
入
」
又
は
「
何

某
外
何
件
払
渡
」
若
し
く
は
「
何
年
度
証
第
何
号
外
何
件
払
渡
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
・

四
寄
託
又
ハ
供
託
セ
ル
国
債
証
券
附
属
利
札
尽
了
ノ
モ
ノ
ノ
特
別
取
扱
規
程
（
大
正
十
一

年
大
蔵
省
令
第
五
十
八
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
の
記

載
は
、
摘
要
欄
に
「
何
年
度
証
第
何
号
利
札
尽
了
に
つ
き
新
証
券
と
引
換
の
た
め
払
渡
」

と
し
、
払
渡
高
欄
に
そ
の
枚
数
及
び
券
面
額
を
記
入
し
、
更
に
同
日
付
け
を
も
っ
て
摘
要

欄
に
「
同
上
事
由
に
よ
り
受
入
」
と
し
、
受
入
高
欄
に
新
証
券
の
枚
数
及
び
券
面
額
を
記

入
す
る
こ
と
・

五
毎
月
末
月
計
及
び
累
計
を
付
し
、
会
計
年
度
末
に
お
い
て
は
、
残
高
を
翌
年
度
に
繰
り

越
し
、
合
計
を
付
し
て
締
め
切
る
こ
と
。

報
、
振
替
済
通
知
書
及
び
償
還
金
等
受
入
済
通
知
そ
の
他
日
本
銀
行
に
お
け
る
供
託
官
の

預
金
の
増
加
を
証
す
る
書
面
の
記
載
金
額
の
合
計

四
払
の
預
金
欄
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
の
前
日
（
同
日
が
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（
以
下
「
休

日
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
日
の
直
前
の
休
日
で
な
い
日
）
に

振
り
出
し
た
小
切
手
の
金
額
並
び
に
そ
の
日
に
受
領
し
た
隔
地
払
又
は
預
貯
金
振
込
み
の

手
続
を
し
た
供
託
金
に
係
る
支
払
済
害
の
情
報
（
特
例
省
令
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る

読
替
え
後
の
日
本
銀
行
国
庫
金
取
扱
規
程
第
四
十
一
一
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
済

書
の
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
・
）
及
び
国
庫
金
振
替
の
手
続
を
し
た
供
託
金
に
係
る
振

替
済
書
の
情
報
（
特
例
省
令
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
日
本
銀
行
国
庫
金

取
扱
規
程
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
振
替
済
書
の
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
・
）
そ
の
他

日
本
銀
行
に
お
け
る
供
託
官
の
預
金
の
減
少
を
証
す
る
書
面
の
記
載
金
額
の
合
計

五
残
の
現
金
欄
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
の
現
金
の
在
高
及
び
供
託
金
の
日
本
銀
行
へ
の
払

込
み
を
市
中
銀
行
に
委
託
し
た
場
合
に
お
け
る
払
込
委
託
書
の
記
載
金
額
の
合
計



（
元
帳
の
記
録
）

第
八
条
金
銭
供
託
元
帳
、
有
価
証
券
供
託
元
帳
又
は
振
替
国
債
供
託
元
帳
に
記
録
す
べ
き
供

託
の
種
類
は
、
「
地
代
・
家
賃
弁
済
」
、
「
そ
の
他
の
弁
済
」
、
「
裁
判
上
の
保
証
」
、
「
営
業

上
の
保
証
」
、
「
選
挙
」
、
「
執
行
」
、
「
そ
の
他
」
又
は
「
破
産
配
当
」
と
す
る
。

（
供
託
振
替
国
債
受
払
日
計
簿
）

第
七
条
の
一
一
供
託
振
替
国
債
受
払
日
計
簿
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

’
受
入
れ
の
日
付
は
、
供
託
所
の
口
座
に
つ
い
て
供
託
振
替
国
債
の
全
部
に
係
る
増
額
の

記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
旨
の
日
本
銀
行
か
ら
の
通
知
を
受
領
し
た
日
と
し
、
そ
の
日
が

当
該
通
知
の
日
付
と
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
日
付
を
摘
要
欄
に
記
載
す
る
こ
と
・

二
払
渡
し
の
日
付
は
、
供
託
所
の
口
座
に
つ
い
て
振
替
国
債
の
減
額
の
記
載
又
は
記
録
が

さ
れ
た
旨
の
日
本
銀
行
か
ら
の
通
知
を
受
領
し
た
日
と
し
、
そ
の
日
が
当
該
通
知
の
日
付

と
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
日
付
を
摘
要
欄
に
記
載
す
る
こ
と
・

三
受
入
れ
の
と
き
の
摘
要
欄
の
記
載
は
、
「
何
某
か
ら
受
入
」
又
は
「
何
年
度
国
第
何
号

受
入
」
と
し
、
払
渡
し
の
と
き
の
摘
要
欄
の
記
載
は
、
「
何
某
へ
払
渡
」
又
は
「
何
年
度

国
第
何
号
払
渡
」
と
記
載
す
る
こ
と
・
た
だ
し
、
数
件
を
取
り
ま
と
め
て
記
載
す
る
場
合

に
は
、
「
何
某
外
何
件
受
入
」
若
し
く
は
「
何
年
度
国
第
何
号
外
何
件
受
入
」
又
は
「
何

某
外
何
件
払
渡
」
若
し
く
は
「
何
年
度
国
第
何
号
外
何
件
払
渡
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
・

四
供
託
所
の
口
座
に
つ
い
て
、
供
託
振
替
国
債
の
一
部
又
は
供
託
振
替
国
債
以
外
の
振
替

国
債
に
係
る
増
額
又
は
減
額
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
旨
の
日
本
銀
行
か
ら
の
通
知
を

受
領
し
た
と
き
は
、
当
日
分
を
取
り
ま
と
め
て
記
載
す
る
こ
と
・
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

年
月
日
欄
に
受
領
し
た
日
付
を
、
摘
要
欄
に
「
未
受
入
振
替
」
と
記
載
す
る
こ
と
・

五
毎
月
末
月
計
及
び
累
計
を
付
し
、
会
計
年
度
末
に
お
い
て
は
、
残
高
を
翌
年
度
に
繰
り

越
し
、
合
計
を
付
し
て
締
め
切
る
こ
と
・

六
供
託
振
替
国
債
に
つ
い
て
保
管
替
え
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
摘
要
欄
に
「
何
供
託

所
へ
保
管
替
え
の
た
め
払
渡
」
と
記
載
し
、
保
管
替
え
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
摘

要
欄
に
「
何
供
託
所
か
ら
保
管
替
え
の
た
め
受
入
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

第
七
条
の
三
供
託
振
替
国
債
受
払
日
計
簿
記
載
の
受
入
高
及
び
払
渡
高
は
、
毎
日
集
計
し
、

そ
の
日
受
領
し
た
前
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
の
通
知
（
以
下
「
振
替
国
債
受
払
通

知
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
の
合
計
と
照
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｜
受
入
高
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
受
領
し
た
供
託
有
価
証
券
受
託
証
書
に
記
載
さ
れ
た
有

価
証
券
の
枚
数
及
び
総
額
面
の
合
計

二
払
渡
高
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
払
渡
し
を
認
可
し
た
供
託
有
価
証
券
払
渡
請
求
書
に
記

載
さ
れ
た
有
価
証
券
の
枚
数
及
び
総
額
面
の
合
計



（
必
要
帳
簿
）

第
九
条
供
託
所
に
は
、
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
帳
簿
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

２
金
銭
供
託
元
帳
、
有
価
証
券
供
託
元
帳
又
は
振
替
国
債
供
託
元
帳
に
は
、
毎
日
金
銭
供
託

の
受
理
の
件
数
及
び
金
額
の
集
計
、
有
価
証
券
供
託
の
受
理
の
件
数
、
枚
数
及
び
券
面
額
の

集
計
又
は
振
替
国
債
供
託
の
受
理
の
件
数
及
び
金
額
の
集
計
を
、
供
託
書
に
よ
る
集
計
と
照

合
し
、
そ
の
日
計
及
び
月
計
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

十
四
供
託
有
価
証
券
利
札
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳
（
第
十
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

供
託
有
価
証
券
利
札
請
求
書
及
び
添
付
書
類
を
供
託
有
価
証
券
払
渡
請
求
書
類
つ
づ
り
込

帳
に
編
て
つ
し
た
場
合
を
除
く
。
）

十
四
の
一
一
供
託
書
正
本
・
み
な
し
供
託
書
正
本
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳

十
五
供
託
金
利
子
補
て
ん
請
求
書
つ
づ
り
込
帳

十
六
供
託
金
政
府
所
得
調
書
つ
づ
り
込
帳

十
七
未
払
小
切
手
調
査
表
つ
づ
り
込
帳

十
八
未
払
有
価
証
券
調
査
表
つ
づ
り
込
帳

｜
供
託
関
係
帳
簿
保
存
簿

二
小
切
手
用
紙
検
査
簿

三
保
管
金
払
込
書
原
符
つ
づ
り
込
帳

四
保
管
金
領
収
証
書
つ
づ
り
込
帳

四
の
一
一
オ
ン
ラ
イ
ン
出
納
関
係
通
知
つ
づ
り
込
帳

五
供
託
有
価
証
券
受
託
証
書
つ
づ
り
込
帳

五
の
二
振
替
国
債
受
払
通
知
つ
づ
り
込
帳

六
金
銭
供
託
書
添
付
書
類
等
つ
づ
り
込
帳

七
有
価
証
券
供
託
書
添
付
書
類
等
つ
づ
り
込
帳

七
の
二
振
替
国
債
供
託
書
添
付
書
類
等
つ
づ
り
込
帳

八
供
託
金
払
渡
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳

九
供
託
有
価
証
券
払
渡
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳

九
の
二
供
託
振
替
国
債
払
渡
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳

十
支
払
委
託
書
類
つ
づ
り
込
帳
（
第
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
払
委
託
書
を
譲

渡
通
知
書
等
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
し
た
場
合
を
除
く
。
）

十
二
削
除

十
三
供
託
金
利
息
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳
（
第
十
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
供
託
金

利
息
請
求
書
及
び
添
付
書
類
を
供
託
金
払
渡
請
求
害
類
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
し
た
場
合

十
一
削
除

い
0

を
除
く
。
）



（
保
管
金
領
収
証
書
つ
づ
り
込
帳
等
）

第
十
二
条
保
管
金
領
収
証
書
《
規
則
第
一
一
十
条
の
四
第
一
項
の
供
託
金
の
払
込
み
に
係
る
振

替
済
通
知
書
、
規
則
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
の
書
面
並
び
に
償
還
金
等
受
入

済
通
知
は
保
管
金
領
収
証
書
つ
づ
り
込
帳
に
、
供
託
有
価
証
券
受
託
証
書
は
供
託
有
価
証
券

受
託
証
書
つ
づ
り
込
帳
に
、
振
替
国
債
受
払
通
知
は
振
替
国
債
受
払
通
知
つ
づ
り
込
帳
に
、

そ
の
日
付
の
順
序
に
従
い
、
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
帳
簿
に
は
、
毎
月
分
の
首
部
に
白
紙
を
挿
入
し
、
こ
れ
に
、
そ
の
月
の
保
管
金
領

（
供
託
関
係
帳
簿
保
存
簿
）

第
十
条
供
託
関
係
帳
簿
保
存
簿
は
、
附
録
第
二
号
様
式
に
よ
り
調
製
し
、
供
託
に
関
す
る
帳

簿
を
調
製
す
る
ご
と
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
小
切
手
用
紙
検
査
簿
）

第
十
一
条
小
切
手
用
紙
検
査
簿
は
、
附
録
第
三
号
様
式
に
よ
り
調
製
し
、
記
名
式
持
参
人
払

小
切
手
及
び
国
庫
金
振
替
書
に
区
分
し
て
口
座
を
設
け
、
小
切
手
振
出
等
事
務
取
扱
規
程
（
昭

和
二
十
六
年
大
蔵
省
令
第
一
一
十
号
）
第
十
三
条
（
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
は
、
年
度
ご
と
に
白
紙
を
挿
入
し
、
こ
れ
に
当
該
年
度
を
表
示

し
、
小
口
見
出
し
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
供
託
に
関
す
る
帳
簿
に
は
、
Ｔ
数
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
進
行
番
号
の
記
載

が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
規
則
第
二
条
各
号
の
帳
簿
（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
並

び
に
第
一
項
第
一
一
号
、
第
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
及
び
第
一
一
十
一
号
か
ら
第
一
一
十
四
号
ま

で
の
帳
簿
（
供
託
金
年
度
別
受
払
日
計
簿
を
除
く
。
）
に
は
、
附
録
第
一
号
の
様
式
の
表
紙

を
、
そ
の
他
の
帳
簿
に
は
、
適
宜
の
様
式
の
表
紙
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
九
供
託
金
小
切
手
原
符
つ
づ
り
込
帳

二
十
国
庫
金
振
替
関
係
書
類
つ
づ
り
込
帳

一
一
十
一
審
査
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳

二
十
一
一
供
託
金
年
度
別
現
在
高
表
つ
づ
り
込
帳
（
法
務
局
、
地
方
法
務
局
又
は
民
事
局
長

の
指
定
す
る
供
託
所
に
お
い
て
は
、
供
託
金
年
度
別
受
払
日
計
簿
）

二
十
三
諸
表
つ
づ
り
込
帳

一
一
十
四
雑
書
つ
づ
り
込
帳

２
供
託
に
関
す
る
帳
簿
は
、
前
項
第
一
号
の
帳
簿
を
除
き
、
会
計
年
度
ご
と
に
別
冊
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
枚
数
が
多
く
な
い
と
き
は
、
数
年
度
分
を
合
冊
す
る
こ

と
が
で
き
る
。



（
支
払
委
託
書
類
つ
づ
り
込
帳
）

第
十
五
条
規
則
第
三
十
条
第
一
項
の
支
払
委
託
書
は
、
受
理
の
順
序
に
従
い
、
支
払
委
託
書

類
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
譲
渡
通
知
書
等
つ
づ
り
込
帳
に
編

て
つ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
支
払
委
託
書
類
つ
づ
り
込
帳
に
は
、
附
録
第
三
号
の
一
一
様
式
の
目
録
を
付
さ
な
け
れ
ば
な

（
供
託
金
払
渡
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳
等
）

第
十
四
条
供
託
物
払
渡
請
求
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
並
び
に
払
渡
し
の
完
了
し
た
供
託
に
係

る
規
則
第
五
条
及
び
次
条
に
掲
げ
る
書
面
は
、
払
渡
認
可
の
順
序
に
従
い
、
供
託
金
払
渡
請

求
害
類
つ
づ
り
込
帳
、
供
託
有
価
証
券
払
渡
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳
又
は
供
託
振
替
国
債
払

渡
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

（
金
銭
供
託
書
添
付
書
類
等
つ
づ
り
込
帳
等
）

第
十
三
条
供
託
書
、
代
供
託
請
求
書
又
は
附
属
供
託
請
求
書
の
添
付
書
類
は
、
見
や
す
い
箇

所
に
供
託
番
号
を
付
し
て
受
理
の
順
序
に
従
い
、
金
銭
供
託
書
添
付
書
類
等
つ
づ
り
込
帳
、

有
価
証
券
供
託
害
添
付
書
類
等
つ
づ
り
込
帳
又
は
振
替
国
債
供
託
書
添
付
書
類
等
つ
づ
り
込

帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

（
オ
ン
ラ
イ
ン
出
納
関
係
通
知
つ
づ
り
込
帳
）

第
十
二
条
の
二
領
収
済
通
知
情
報
の
内
容
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
（
以
下
「
領
収
済
通
知

書
」
と
い
う
。
）
及
び
支
払
済
書
の
情
報
又
は
振
替
済
書
の
情
報
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の

（
以
下
「
支
払
済
通
知
書
」
と
い
う
。
）
は
、
通
知
書
の
種
類
ご
と
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
出
納

関
係
通
知
つ
づ
り
込
帳
に
、
そ
の
日
付
の
順
序
に
従
い
、
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
帳
簿
に
は
、
毎
月
分
の
首
部
に
白
紙
を
挿
入
し
、
こ
れ
に
、
領
収
済
通
知
書
に
係

る
首
部
の
白
紙
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
の
納
付
件
数
及
び
納
付
金
額
並
び
に
規
則
第
四
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
供
託
に
係
る
納
付
件
数
及
び
納
付
金
額
の
合
計
を
、
支
払
済
通
知
書
に
係

る
首
部
の
白
紙
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
の
規
則
第
二
十
一
一
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
る
払
渡
件
数
及
び
金
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
方
法
ご
と
の
払
渡
件
数
及
び
金

額
の
合
計
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

ら
な
い
。

収
証
書
、
同
項
の
振
替
済
通
知
書
及
び
償
還
金
等
受
入
済
通
知
の
枚
数
並
び
に
記
載
金
額
の

合
計
、
供
託
有
価
証
券
受
託
証
書
の
枚
数
並
び
に
記
載
有
価
証
券
の
枚
数
及
び
券
面
額
の
合

計
又
は
振
替
国
債
受
払
通
知
の
枚
数
及
び
記
載
振
替
国
債
の
金
額
（
受
入
分
に
限
る
。
）
の

合
計
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。



第
一
一
十
一
条
送
付
書
類
等
受
発
送
簿
は
、
附
録
第
七
号
様
式
に
よ
り
調
製
し
、
規
則
第
五
十

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
ご
と
に
区
分
し
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
及
び
発
送

に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
書
類
等
の
送
付
の
請
求
が

第
一
一
十
条

第
十
九
条
供
託
金
払
渡
請
求
受
付
帳
は
附
録
第
四
号
様
式
、
供
託
有
価
証
券
払
渡
請
求
受
付

帳
は
附
録
第
五
号
様
式
、
供
託
振
替
国
債
払
渡
請
求
受
付
帳
は
附
録
第
五
号
の
一
一
様
式
に
よ

第
十
八
条

第
十
七
条
供
託
金
利
息
請
求
書
又
は
供
託
有
価
証
券
利
札
請
求
書
及
び
こ
れ
ら
の
添
付
書
類

は
、
払
渡
認
可
の
順
序
に
従
い
、
供
託
金
利
息
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳
又
は
供
託
有
価
証
券

利
札
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
供
託
金
払
渡
請
求
害

類
つ
づ
り
込
帳
又
は
供
託
有
価
証
券
払
渡
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
こ
と
が
で

第
十
六
条

同
時
に
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

項
若
し
く
は
第
一
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
一
項
に
よ
り
振
り
出
し
た
小
切
手
に
関
す
る
事
項

を
記
載
し
、
月
計
突
合
表
の
調
査
の
際
、
支
払
済
み
の
小
切
手
に
つ
い
て
、
突
合
欄
に
支
払

年
月
日
又
は
「
済
」
の
文
字
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

き
る
。

託
金
利
息
又
は
供
託
有
価
証
券
利
札
の
払
渡
請
求
に
関
す
る
事
項
を
も
記
載
す
る
こ
と
が
で

り
調
製
し
、
供
託
物
の
払
渡
請
求
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
供

五四 き
る
。

■■■■■■ ■■■■■

一 一

■■■■■■■ ■■■■■■Ⅱ■■

（
送
付
書
類
等
受
発
送
簿
）

（
小
切
手
調
査
簿
）

（
供
託
金
払
渡
請
求
受
付
帳
等
）

（
任
意
帳
簿
）

（
供
託
金
利
息
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳
等
）

（
払
渡
済
金
銭
供
託
書
副
本
つ
づ
り
込
帳
等
）

送
付
書
類
等
受
発
送
簿

、

供
託
有
価
証
券
払
渡
請
求
受
付
帳

供
託
振
替
国
債
払
渡
請
求
受
付
帳

小
切
手
調
査
簿

供
託
金
払
渡
請
求
受
付
帳

小
切
手
調
査
簿
は
、
附
録
第
六
号
様
式
に
よ
り
調
製
し
、
規
則
第
一
一
十
八
条
第
一

供
託
所
に
は
、
次
の
帳
簿
そ
の
他
適
宜
の
帳
簿
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

削
除

｜
の
区
分
に
記
載
す
る
と
と
も
に
そ
の
備
考
欄
に
他
の
区



第
一
一
十
一
一
条
供
託
に
関
す
る
書
類
で
、
書
式
又
は
様
式
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
記
載
す
べ
き

事
項
は
、
該
当
欄
の
な
い
と
き
又
は
該
当
欄
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、

備
考
欄
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
棄
処
分
）

第
一
一
十
三
条
帳
簿
の
保
存
期
間
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

’
供
託
関
係
帳
簿
保
存
簿
最
終
の
記
載
を
し
た
年
度
の
翌

年
度
か
ら
三
十
年

二
現
金
出
納
簿
最
終
の
記
録
を
し
た
年
度
の
翌

年
度
か
ら
十
年

三
小
切
手
用
紙
検
査
簿
、
保
管
金
払
込
当
該
年
度
（
数
年
度
分
を
合
冊

書
原
符
つ
づ
り
込
帳
、
保
管
金
領
収
証
し
た
と
き
は
、
そ
の
最
終
年
度

書
つ
づ
り
込
帳
、
オ
ン
ラ
イ
ン
出
納
関
。
以
下
同
じ
。
）
の
翌
年
度
か

係
通
知
つ
づ
り
込
帳
、
供
託
有
価
証
券
ら
十
年

受
託
証
書
つ
づ
り
込
帳
、
振
替
国
債
受

払
通
知
つ
づ
り
込
帳
、
供
託
書
正
本
・

み
な
し
供
託
書
正
本
請
求
書
類
つ
づ
り

込
帳
、
供
託
金
政
府
所
得
調
書
つ
づ
り

込
帳
、
供
託
金
小
切
手
原
符
つ
づ
り
込

帳
、
国
庫
金
振
替
関
係
書
類
つ
づ
り
込

帳
、
供
託
金
年
度
別
受
払
日
計
簿
、
諸

表
つ
づ
り
込
帳

四
未
払
小
切
手
調
査
表
つ
づ
り
込
帳
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
か
ら
五
年

未
払
有
価
証
券
調
査
表
つ
づ
り
込
帳
、

審
査
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳
、
供
託
金

払
渡
請
求
受
付
帳
、
供
託
有
価
証
券
払

渡
請
求
受
付
帳
、
供
託
振
替
国
債
払
渡

請
求
受
付
帳

五
供
託
金
利
子
補
て
ん
請
求
書
つ
づ
り

当
該
年
度
の
翌
年
度
か
ら
三
年

込
帳
、
小
切
手
調
査
簿
、
送
付
書
類
等

込
帳
、
小

六
雑
書
つ
づ
り
込
帳
当
該
年
度
の
翌
年
度
か
ら
一
年

２
前
項
の
帳
簿
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
後
で
も
、
保
存
を
必
要
と
す
る
特
別
の
事
由
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
が
あ
る
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

分
に
係
る
書
類
等
の
名
称
を
記
載
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

受
発
送
簿



（
同
一
原
因
に
基
づ
く
異
種
の
供
託
）

第
一
一
十
六
条
同
一
の
供
託
原
因
に
基
づ
い
て
、

種
以
上
の
供
託
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

る
も
の
と
す
る
。

（
日
本
銀
行
に
対
す
る
通
知
）

第
二
十
五
条
供
託
官
が
任
命
さ
れ
た
と
き
は
、

七
号
様
式
に
よ
る
書
面
を
も
っ
て
そ
の
資
格
、

（
書
類
取
寄
せ
の
嘱
託
が
あ
っ
た
場
合
の
措
置
）

第
二
十
四
条
裁
判
所
か
ら
供
託
関
係
書
類
（
規
則
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
電
磁
的
記
録
媒

体
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
の
送
付
の
嘱
託
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
次
の

措
置
を
す
る
も
の
と
す
る
。

’
払
渡
し
の
完
了
し
な
い
供
託
、
代
供
託
又
は
附
属
供
託
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

証
拠
方
法
に
必
要
な
事
項
の
回
答
の
み
に
と
ど
め
、
当
該
嘱
託
書
は
、
そ
の
回
答
の
写
し

と
と
も
に
雑
書
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
こ
と
・

二
前
号
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
送
付
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
金
銭
供

託
元
帳
、
有
価
証
券
供
託
元
帳
又
は
振
替
国
債
供
託
元
帳
に
記
録
し
、
当
該
嘱
託
書
は
、

送
付
し
た
書
類
の
編
て
つ
し
て
あ
っ
た
箇
所
に
編
て
つ
し
て
お
く
こ
と
。

２
前
項
第
一
一
号
の
送
付
書
類
が
裁
判
所
か
ら
返
還
さ
れ
た
と
き
は
、
同
号
の
例
に
よ
り
、
そ

の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
録
し
、
返
還
を
受
け
た
書
類
は
、
従
前
の
箇
所
に
編
て
つ
す
る

も
の
と
す
る
。

３
供
託
所
に
お
い
て
保
存
期
間
の
満
了
し
た
帳
簿
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
目

録
を
作
り
、
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
規
則
第
十
一
条
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
又
は
帳
簿
の
廃
棄
認
可
の
申
請
は
、
附
録

第
八
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
よ
っ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
及
び
保
管
物
取
扱
主
任
官
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
保
管
金

払
込
事
務
等
取
扱
規
程
（
昭
和
一
一
十
六
年
大
蔵
省
令
第
三
十
号
）
第
一
一
条
又
は
供
託
有
価
証

券
取
扱
規
程
（
大
正
十
一
年
大
蔵
省
令
第
九
号
）
第
六
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
政
府

所
有
有
価
証
券
取
扱
規
程
（
大
正
十
一
年
大
蔵
省
令
第
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
日
本

銀
行
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

第
二
章
供
託
手
続

金
銭
、
有
価
証
券
及
び
振
替
国
債
の
う
ち
一
一

各
供
託
書
の
備
考
欄
に
そ
の
旨
を
記
載
さ
せ

当
該
供
託
官
は
、
遅
滞
な
く
、
附
録
第
一
一
十

氏
名
及
び
職
印
を
日
本
銀
行
に
通
知
す
る
も



（
供
託
物
の
変
換
）

第
三
十
条
供
託
物
の
変
換
の
た
め
供
託
す
る
と
き
は
、
供
託
書
の
備
考
欄
に
変
換
さ
れ
る
供

託
物
及
び
供
託
物
変
換
の
原
因
を
記
載
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
記
名
式
有
価
証
券
の
供
託
）

第
一
一
十
九
条
規
則
第
十
七
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
は
、
供
託
書
の
備
考
欄
に
さ
せ
る

も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
供
託
官
は
、
裏
書
又
は
譲
渡
証
書
の
添
付
が
あ
る
旨
を
供
託

有
価
証
券
寄
託
書
の
備
考
欄
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
無
額
面
有
価
証
券
の
供
託
）

第
二
十
八
条
供
託
物
が
額
面
の
記
載
の
な
い
有
価
証
券
で
あ
る
と
き
は
、
供
託
書
に
は
総
額

面
を
零
と
し
、
券
面
に
表
示
さ
れ
た
株
数
又
は
物
の
種
類
及
び
数
量
を
記
載
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。
有
価
証
券
供
託
元
帳
に
記
録
し
、
並
び
に
供
託
有
価
証
券
受
払
日
計
簿
及
び
供
託
有

価
証
券
寄
託
書
に
記
載
す
る
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
外
貨
債
の
供
託
）

第
一
一
十
七
条
供
託
物
が
外
貨
債
で
あ
る
と
き
は
、
供
託
書
に
記
載
す
べ
き
総
額
面
及
び
券
面

額
は
、
外
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
場
合
に
は
、
副
本
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
べ
き
供
託
有
価
証
券
の
総
額
面
に
つ
い
て

は
、
邦
貨
換
算
額
を
も
記
録
す
る
も
の
と
し
、
有
価
証
券
供
託
元
帳
に
記
録
す
べ
き
総
額
面

及
び
供
託
有
価
証
券
受
払
日
計
簿
に
記
載
す
べ
き
総
額
面
は
、
邦
貨
換
算
額
を
も
っ
て
表
示

す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
一
項
の
場
合
に
は
、
供
託
有
価
証
券
寄
託
書
に
記
載
す
べ
き
総
額
面
及
び
額
面
は
、
外

貨
を
も
っ
て
表
示
し
、
そ
の
寄
託
書
の
備
考
欄
に
邦
貨
換
算
額
及
び
当
該
換
算
率
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

４
外
貨
の
換
算
は
、
支
出
官
事
務
規
程
第
十
一
条
第
一
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣

が
定
め
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
有
価
証
券
一
枚
ご
と
に
換
算
す
る
も
の
と
し
、
邦
貨
換

算
額
に
円
位
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

（
一
括
供
託
）

第
一
一
十
六
条
の
二
供
託
官
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
又
は
供
託
原
因
が
異
な
る

数
個
の
供
託
を
一
通
の
供
託
書
で
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
供
託
番
号
は
、
各
別

に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
供
託
官
は
、
前
項
の
供
託
を
受
理
し
た
と
き
は
、
副
本
フ
ァ
イ
ル
に
他
の
供
託
書
の
供
託

番
号
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。



（
資
格
を
証
す
る
書
面
）

第
三
十
一
条
供
託
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
代
表
者
の
資
格
を
証
す
る
書
面
は
、
登

記
さ
れ
た
法
人
に
つ
い
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
そ
の
他
の
法
人
に
つ
い
て
は
関
係
官
庁
の

証
明
書
と
す
る
。

（
供
託
通
知
書
の
発
送
請
求
）

第
三
十
三
条
規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
通
知
害
の
発
送
の
請
求
は
、
民
法

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
百
六
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
四
百
六
十
六
条

の
三
及
び
第
四
百
九
十
四
条
並
び
に
国
税
徴
収
法
（
明
治
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

第
百
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
供
託
の
ほ
か
、
土
地
収
用
法
（
昭
和
一
一
十
六
年
法
律
第
二
百

十
九
号
）
第
九
十
五
条
第
一
一
項
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
一
一
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第

百
一
一
十
三
条
、
漁
業
法
施
行
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
八
号
）
第
十
四
条
、
農

地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
一
一
百
一
一
十
九
号
）
第
十
条
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
七
十
八
条
第
五
項
又
は
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
十
二
年

法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
供
託
そ
の
他
弁
済
供
託
に
準
ず
る
供
託
に
つ
い

て
も
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
に
よ
る
代
理
人
の
権
限
を
証
す
る
書
面
が
提
示
さ
れ
た
場
合
の
措
置
）

第
三
十
一
一
条
の
一
一
供
託
官
は
、
供
託
に
際
し
て
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
規
則
第
十
四
条
第
四

項
前
段
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
委
任
に
よ
る
代
理
人
の
権
限
を
証
す
る
書
面
の
適
宜
の

箇
所
に
附
録
第
八
号
の
一
一
様
式
に
よ
る
印
判
を
押
し
、
か
つ
、
職
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
代
表
者
の
資
格
等
の
確
認
）

第
三
十
一
一
条
供
託
官
は
、
規
則
第
十
四
条
第
一
項
前
段
又
は
第
四
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
提

示
さ
れ
た
代
表
者
の
資
格
又
は
代
理
人
の
権
限
を
証
す
る
書
面
を
確
認
し
て
、
供
託
書
の
裏

面
の
適
宜
の
箇
所
に
附
録
第
八
号
の
二
様
式
に
よ
る
印
判
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
供
託
官
は
、
規
則
第
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
代
理
人
の
権
限
を
証

す
る
書
面
を
確
認
し
て
、
還
付
の
請
求
が
あ
っ
た
書
類
の
謄
本
の
適
宜
の
箇
所
に
前
項
の
印

判
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
規
則
第
十
四
条
第
一
項
後
段
の
場
合
（
同
条
第
四
項
後
段
、
規
則
第
二
十
七
条
第
二
項
及

び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
規
則
第
一
一
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
場
合
に
お
け
る
代
表
者
の
資
格
等
の
確
認
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
三
年

六
月
十
四
日
付
け
法
務
省
民
事
甲
第
二
○
○
三
号
法
務
省
民
事
局
長
通
達
に
よ
る
も
の
と
す

る
。



（
保
管
金
払
込
害
）

第
三
十
八
条
保
管
金
払
込
書
の
書
式
は
、
保
管
金
払
込
事
務
等
取
扱
規
程
第
一
号
書
式
に
よ

（
納
入
期
日
）

第
三
十
七
条
規
則
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
の
納
入
期
日
は
、
供
託
を
受
理

し
た
日
か
ら
一
週
間
以
後
の
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
供

託
の
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
供
託
書
正
本
等
の
契
印
）

第
三
十
．
六
条
供
託
書
正
本
又
は
供
託
通
知
書
が
一
一
葉
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
供
託
官
は
、

職
印
を
も
っ
て
契
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
供
託
官
は
、
契
印
に
代
え
て
、
適
宜
の
箇
所
に
契
印
に
準

ず
る
措
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
供
託
書
正
本
等
の
訂
正
）

第
三
十
五
条
規
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
供
託
者
が
供
託
書
の
記
載
事
項
に
つ
い

て
訂
正
、
加
入
又
は
削
除
を
し
た
場
合
に
は
、
供
託
官
は
、
供
託
書
正
本
又
は
供
託
通
知
書

の
当
該
訂
正
、
加
入
又
は
削
除
を
し
た
字
数
を
記
載
し
た
箇
所
に
職
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
供
託
官
の
確
認
）

第
三
十
四
条
の
一
一
係
員
は
、
こ
の
準
則
の
規
定
に
よ
り
副
本
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
を
し
た
と
き

は
、
供
託
官
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
付
、
調
査
の
記
載
）

第
三
十
四
条
供
託
の
申
請
に
つ
い
て
受
付
又
は
調
査
を
行
っ
た
係
員
は
、
そ
の
申
請
を
相
当

と
認
め
た
と
き
は
供
託
書
の
該
当
欄
に
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
一

の
係
員
が
受
付
及
び
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
調
査
欄
に
認
印
を
押
せ
ば
足
り
る
。

２
供
託
官
は
、
供
託
を
受
理
し
た
と
き
は
、
供
託
書
に
受
理
の
年
月
日
を
記
録
し
、
認
印
を

押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
受
理
の
年
月
日
が
供
託
申
請
の
年
月
日
と
同
一
で
あ

る
と
き
は
、
受
理
の
年
月
日
を
記
録
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
供
託
物
に
つ
き
担
保
権
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
者
に
対
す
る
通
知
書
に
つ
い
て
も
、
そ
の
発
送
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。

る
◎



第
四
十
一
一
条
の
二
規
則
第
一
一
十
条
の
一
一
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
受
入
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
平
成
十
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
法
務
省
民
四
第
一
一
○
九
八
号
法
務
省
民
事
局
長
・

法
務
大
臣
官
一
房
会
計
課
長
通
達
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
供
託
金
受
入
事
務
の
取
扱
い
）

第
四
十
二
条
銀
行
に
供
託
金
の
払
込
み
を
委
託
し
て
い
る
供
託
所
に
お
け
る
供
託
金
受
入
事

務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
十
九
日
付
け
法
務
省
民
事
甲
第
六
一
○
号

法
務
省
民
事
局
長
通
達
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
供
託
金
の
保
管
）

第
四
十
一
条
前
条
に
よ
る
払
込
後
に
受
け
入
れ
た
供
託
金
は
、
金
銭
供
託
元
帳
及
び
副
本
フ

ァ
イ
ル
と
照
合
し
た
後
、
金
庫
に
納
め
て
厳
重
に
保
管
し
、
翌
営
業
日
に
払
い
込
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
供
託
金
の
払
込
み
）

第
四
十
条
供
託
官
は
、
供
託
金
を
受
け
入
れ
た
と
き
は
、
で
き
る
限
り
そ
の
日
の
う
ち
に
、

受
け
入
れ
た
供
託
金
を
取
り
ま
と
め
、
金
銭
供
託
元
帳
及
び
副
本
フ
ァ
イ
ル
と
照
合
し
た
後
、

保
管
金
払
込
書
を
添
付
し
て
日
本
銀
行
に
払
い
込
み
、
保
管
金
領
収
証
書
の
交
付
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
金
銭
の
代
用
）

第
三
十
九
条
供
託
金
の
受
入
れ
を
取
り
扱
う
供
託
所
に
お
い
て
は
、
供
託
官
は
、
相
当
と
認

め
る
と
き
は
、
日
本
銀
行
を
支
払
人
と
し
て
政
府
、
地
方
公
共
団
体
、
公
団
、
公
庫
、
公
社

若
し
く
は
銀
行
が
振
り
出
し
た
小
切
手
又
は
払
込
委
託
銀
行
の
自
己
宛
小
切
手
を
、
金
銭
に

代
え
て
領
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
供
託
官
は
、
供
託
書
正
本
を
交
付
す
る
と
き
は
、
供
託
者
に
対
し
、
日
本
銀
行
に
払
込
み

の
際
供
託
書
正
本
及
び
前
項
の
書
面
を
提
出
し
、
供
託
書
に
受
入
れ
の
記
載
を
受
け
て
、
そ

の
返
還
を
受
け
る
よ
う
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
保
管
金
払
込
書
原
符
に
は
、
そ
の
余
白
に
供
託
番
号
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

４
同
一
人
が
数
件
の
供
託
を
す
る
に
当
た
り
、
同
時
に
払
込
み
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
払

込
金
額
を
合
計
し
、
一
枚
の
保
管
金
払
込
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
・
こ
の
場
合
に
は
、

前
項
の
記
載
は
、
第
何
号
か
ら
第
何
号
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
前
項
の
規
定
は
、
同
一
代
理
人
に
よ
っ
て
数
件
の
供
託
を
す
る
に
当
た
り
、
同
時
に
払
込

み
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。



第
四
十
一
一
条
の
三
規
則
第
二
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
受
入
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
平
成
十
七
年
三
月
一
日
付
け
法
務
省
民
商
第
五
四
四
号
法
務
省
民
事
局
長
・
法
務
省

大
臣
官
房
会
計
課
長
通
達
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
一
一
条
の
四
規
則
第
一
一
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
供
託
金
受
入
事
務
の
取
扱
い
に
っ

て
は
、
平
成
一
一
十
九
年
三
月
三
十
一
日
付
け
法
務
省
民
商
第
六
十
号
法
務
省
民
事
局
長
・

務
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
通
達
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
供
託
通
知
書
の
発
送
）

第
四
十
五
条
規
則
第
十
八
条
第
三
項
又
は
第
一
一
十
条
第
二
項
（
規
則
第
二
十
条
の
二
第
四
項
、

第
二
十
条
の
三
第
四
項
又
は
第
一
一
十
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
供
託
通
知
書
は
、
供
託
者
の
選
択
に
従
い
、
普
通
郵
便
、
書
留
郵
便
、
配
達
証
明
郵
便
等

の
方
法
に
よ
り
発
送
す
る
も
の
と
す
る
・

ａ

２
供
託
官
は
、
供
託
通
知
書
を
発
送
す
る
に
は
、
該
当
欄
に
発
送
の
年
月
日
及
び
供
託
所
名

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
附
録
第
九
号
様
式
の
ス
タ
ン
プ
を
押
し
て
、
こ
れ
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
記
録
欄
の
認
印
等
）

第
四
十
四
条
供
託
物
を
受
け
入
れ
た
と
き
は
、
係
員
は
、
副
本
フ
ァ
イ
ル
及
び
金
銭
供
託
元

帳
、
有
価
証
券
供
託
元
帳
又
は
振
替
国
債
供
託
元
帳
に
受
入
年
月
日
（
第
四
条
第
一
項
第
一

号
の
保
管
金
領
収
証
書
、
同
項
第
一
号
の
三
の
振
替
済
通
知
書
及
び
同
項
第
一
号
の
四
の
償

還
金
等
受
入
済
通
知
の
日
付
、
有
価
証
券
の
供
託
に
あ
っ
て
は
供
託
有
価
証
券
受
託
証
害
の

日
付
、
振
替
国
債
の
供
託
に
あ
っ
て
は
供
託
振
替
国
債
の
全
部
に
つ
い
て
供
託
所
の
口
座
に

増
額
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
日
付
。
以
下
同
じ
・
）
を
記
録
し
、
供
託
書
の
記
録
欄
に

認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
託
有
価
証
券
寄
託
書
）

第
四
十
三
条
供
託
有
価
証
券
寄
託
書
の
書
式
は
、
政
府
所
有
有
価
証
券
取
扱
規
程
第
一
号
書

式
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
託
番
号
は
供
託
番
号
と
し
、
会
計
名
は
供
託
者
名

（
光
学
的
文
字
読
取
装
置
に
よ
る
供
託
事
務
の
取
扱
い
）

第
四
十
二
条
の
五
光
学
的
文
字
読
取
装
置
（
Ｏ
Ｃ
Ｒ
）
に
よ
る
供
託
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
こ
の
準
則
に
よ
る
ほ
か
、
平
成
十
五
年
九
月
十
八
日
付
け
法
務
省
民
商
第
二
八
○
四

号
法
務
省
民
事
局
長
・
法
務
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
通
達
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
第
三
十
八
条
第
一
一
項
の
規
定
は
、
有
価
証
券
の
供
託
に
準
用
す
る
。

と
す
る
。

法い



第
五
十
一
条
有
価
証
券
に
係
る
附
属
供
託
に
よ
り
供
託
金
を
受
け
入
れ
た
と
き
は
、
係
員
は
、

副
本
フ
ァ
イ
ル
に
受
入
年
月
日
並
び
に
払
渡
し
の
利
札
、
当
該
利
札
の
払
渡
年
月
日
及
び
附

第
五
十
条
の
二
供
託
振
替
国
債
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
そ
の
償
還
金
を
保
管
す
る
と
き
は
、

係
員
は
、
副
本
フ
ァ
イ
ル
に
払
渡
年
月
日
、
償
還
が
さ
れ
た
旨
及
び
払
渡
高
並
び
に
当
該
償

還
金
に
係
る
供
託
番
号
、
銘
柄
、
金
額
及
び
受
入
年
月
日
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
六
条
削
除

第
五
十
条
有
価
証
券
に
係
る
代
供
託
に
よ
り
供
託
金
を
受
け
入
れ
た
と
き
は
、
係
員
は
、
副

本
フ
ァ
イ
ル
に
受
入
年
月
日
並
び
に
当
該
有
価
証
券
の
払
渡
年
月
日
、
代
供
託
に
よ
り
払
い

渡
し
た
旨
及
び
払
渡
高
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条
金
銭
供
託
元
帳
、
有
価
証
券
供
託
元
帳
、
振
替
国
債
供
託
元
帳
及
び
現
金
出
納

簿
の
記
録
並
び
に
供
託
有
価
証
券
受
払
日
計
簿
及
び
供
託
振
替
国
債
受
払
日
計
簿
の
記
載
に

つ
い
て
は
、
代
供
託
を
有
価
証
券
払
渡
し
又
は
振
替
国
債
払
渡
し
及
び
金
銭
供
託
と
み
な
し
、

附
属
供
託
を
金
銭
供
託
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
は
、
金
銭
供
託
元
帳
、
有
価
証
券
供
託
元

帳
及
び
振
替
国
債
供
託
元
帳
に
代
供
託
で
あ
る
旨
又
は
附
属
供
託
で
あ
る
旨
を
記
録
す
る
も

の
と
す
る
。

（
代
供
託
及
び
附
属
供
託
）

第
四
十
八
条
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、

第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、

る
代
供
託
又
は
附
属
供
託
に
準
用
す
る
。

（
供
託
受
理
の
失
効
）

第
四
十
七
条
規
則
第
十
八
条
第
一
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
条
の
一
一
第
三
項
、
第
二

十
条
の
三
第
三
項
又
は
第
二
十
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
受
理
の
決
定
が
効
力
を
失
っ

た
と
き
は
、
供
託
書
の
裏
面
に
「
納
入
期
日
経
過
に
よ
り
失
効
」
と
記
載
し
、
こ
れ
を
添
付

書
類
と
と
も
に
雑
書
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
場
合
に
は
、
金
銭
供
託
元
帳
ゞ
有
価
証
券
供
託
元
帳
又
は
振
替
国
債
供
託
元
帳
に

も
、
そ
の
旨
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
七
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
供
託
通
知
書
を
発
送
し
た
と
き
は
、
係
員
は
、
副
本
フ
ァ
イ
ル
に
発
送
年
月
日
を
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
、

有
価
証
券
に
係



（
保
管
替
え
を
受
け
た
供
託
所
に
お
け
る
措
置
）

第
五
十
四
条
規
則
第
一
一
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
送
付
を
受
け
た
と
き

は
、
副
本
フ
ァ
イ
ル
及
び
金
銭
供
託
元
帳
又
は
振
替
国
債
供
託
元
帳
に
保
管
替
え
を
受
け
た

旨
、
保
管
替
え
を
し
た
供
託
所
名
及
び
当
該
書
類
の
送
付
を
受
け
た
年
月
日
を
記
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
・
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
管
替
え
を
受
け
た
供
託
物
が
供
託
振
替
国
債
で

（
保
管
替
え
を
し
た
供
託
所
に
お
け
る
措
置
）

第
五
十
三
条
供
託
官
は
、
保
管
替
え
を
認
可
し
た
と
き
は
、
そ
の
保
存
す
べ
き
供
託
物
保
管

替
請
求
書
の
写
し
を
作
成
し
、
そ
の
該
当
欄
に
認
可
の
年
月
日
を
記
載
し
、
認
印
を
押
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
認
可
の
年
月
日
が
供
託
物
保
管
替
請
求
の
年
月
日
と
同
一
で

あ
る
と
き
は
、
認
可
の
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
規
則
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
（
規
則
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
の
手
続
を
し
た
と
き
は
、
金
銭
供
託
元
帳
又
は
振
替

国
債
供
託
元
帳
に
保
管
替
え
を
し
た
年
月
日
及
び
保
管
替
え
を
受
け
た
供
託
所
名
を
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
係
員
は
、
第
一
項
の
供
託
物
保
管
替
請
求
書
の
写
し
の
整
理
番

号
欄
に
国
庫
金
振
替
書
の
整
理
番
号
（
振
替
国
債
に
つ
い
て
は
供
託
官
の
定
め
る
整
理
番
号
）

を
記
載
し
、
送
付
欄
に
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
前
項
の
供
託
物
保
管
替
請
求
書
の
写
し
及
び
そ
の
添
付
書
類
は
、
供
託
金
払
渡
請
求
書
類

つ
づ
り
込
帳
又
は
供
託
振
替
国
債
払
渡
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す

第
五
十
一
条
の
一
一
供
託
振
替
国
債
に
従
た
る
も
の
と
し
て
そ
の
利
息
を
保
管
す
る
と
き
は
、

係
員
は
、
副
本
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
利
息
に
係
る
供
託
番
号
、
銘
柄
、
金
額
及
び
受
入
年
月
日

を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
管
替
え
の
請
求
等
）

第
五
十
二
条
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
保
管
替
え
の
請
求
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
第
一
項
に
「
供
託
書
の
裏
面
」
と
あ
る
の
は
、

「
保
管
替
請
求
書
の
写
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
は
、
保
管
替
え
を
受
け
る
供
託
所
に
送
付
す
る
供

託
物
保
管
替
請
求
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
保
管
替
え
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
、
第
六
十
一
一
条
第

四
項
の
規
定
は
、
保
管
替
え
を
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

る
。 属

供
託
に
よ
り
払
い
渡
し
た
旨
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
受
付
、
調
査
等
の
記
載
）

第
五
十
六
条
供
託
物
払
渡
請
求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
係
員
は
、
当
該
請
求
書
に
受

付
年
月
日
時
分
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

２
供
託
物
の
払
渡
請
求
に
つ
い
て
受
付
、
調
査
又
は
印
鑑
の
照
合
を
行
っ
た
係
員
は
、
供
託

物
払
渡
請
求
書
（
供
託
物
が
有
価
証
券
又
は
振
替
国
債
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
通
、
以
下

同
じ
・
）
の
該
当
欄
に
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
一
の
係
員
が
受
付
、

調
査
及
び
印
鑑
の
照
合
を
行
っ
た
と
き
は
、
照
合
欄
に
認
印
を
押
せ
ば
足
り
る
。

３
供
託
官
が
、
規
則
第
一
一
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
者

を
し
て
受
領
を
証
さ
せ
る
べ
き
供
託
物
払
渡
請
求
書
に
払
渡
し
を
認
可
す
る
旨
を
記
載
し
て

押
印
す
る
に
は
、
供
託
物
払
渡
請
求
書
の
該
当
欄
に
認
可
の
年
月
日
を
記
載
し
、
認
印
を
押

（
供
託
書
の
訂
正
）

第
五
十
五
条
供
託
官
は
、
供
託
書
の
記
載
事
項
に
つ
き
、
供
託
者
か
ら
明
白
な
誤
記
を
訂
正

す
る
申
請
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
供
託
の
同
一
性
を
害
し
な
い
限
り
、
こ
れ
を
受
理
す
る
こ

２
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
供
託
官
は
、
附
録
第
十
号
様
式
に
よ
る
供
託
書
訂
正
申
請
書

二
通
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
供
託
官
は
、
第
一
項
の
申
請
を
受
理
す
べ
き
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
供
託
書
訂
正
申
請

書
の
一
通
に
、
こ
れ
を
受
理
す
る
旨
を
記
載
し
て
記
名
押
印
し
、
申
請
者
に
交
付
す
る
と
と

も
に
、
副
本
フ
ァ
イ
ル
に
交
付
年
月
日
及
び
訂
正
内
容
を
記
録
し
、
供
託
所
に
保
存
す
べ
き

供
託
書
訂
正
申
請
書
に
は
、
受
理
の
年
月
日
を
記
載
し
て
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
供
託
所
に
保
存
す
べ
き
供
託
書
訂
正
申
請
書
は
、
金
銭
供
託
書
添
付
書
類
等
つ
づ
り
込
帳
、

有
価
証
券
供
託
書
添
付
書
類
等
つ
づ
り
込
帳
又
は
振
替
国
債
供
託
書
添
付
書
類
等
つ
づ
り
込

帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

あ
る
と
き
は
、
当
該
供
託
所
に
お
け
る
供
託
番
号
及
び
振
替
の
申
請
に
必
要
な
事
項
を
保
管

替
え
を
し
た
供
託
所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
日
本
銀
行
か
ら
国
庫
金
振
替
済
通
知
書
又
は
振
替
国
債
受
払
通
知
の
送
付
を
受
け
た
と
き

は
、
係
員
は
、
金
銭
供
託
元
帳
又
は
振
替
国
債
供
託
元
帳
に
振
替
済
み
の
年
月
日
を
記
録
し
、

副
本
フ
ァ
イ
ル
に
振
替
済
み
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
送
付
を
受
け
た
書
類
に
は
、
新
た
に
供
託
番
号
を
付
記
し
、
従
前
の
供
託
所
に
お
い
て
付

記
し
た
供
託
番
号
を
朱
抹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
保
管
替
請
求
書
は
、
金
銭
供
託
書
添
付

書
類
等
つ
づ
り
込
帳
又
は
振
替
国
債
供
託
書
添
付
書
類
等
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の

と
す
る
。

と
が
で
き
る
。

第
三
章
払
渡
手
続



（
整
理
番
号
の
記
載
等
）

第
五
十
九
条
供
託
金
又
は
供
託
金
利
息
を
払
い
渡
し
た
と
き
は
、
係
員
は
、
供
託
金
払
渡
請

求
書
又
は
供
託
金
利
息
請
求
書
の
該
当
欄
に
小
切
手
又
は
支
払
指
図
書
若
し
く
は
国
庫
金
振

４
供
託
官
は
、
支
払
済
書
又
は
振
替
済
書
の
内
容
を
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
に

係
る
支
払
済
通
知
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
小
切
手
の
振
出
し
等
）

第
五
十
八
条
小
切
手
の
振
出
し
に
つ
い
て
は
、
小
切
手
振
出
等
事
務
取
扱
規
程
、
保
管
金
払

込
事
務
等
取
扱
規
程
及
び
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）

に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

’
小
切
手
に
は
、
整
理
番
号
の
下
に
供
託
金
と
付
記
す
る
こ
と
・

二
小
切
手
原
符
の
摘
要
欄
に
供
託
番
号
を
付
記
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
数
件
の
供
託
金
額

を
合
算
し
て
一
枚
の
小
切
手
に
よ
り
支
払
っ
た
と
き
は
、
「
何
年
度
金
第
何
号
外
何
件
」

と
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
・

三
小
切
手
原
符
の
摘
要
欄
に
は
、
供
託
金
及
び
供
託
金
利
息
の
金
額
を
区
分
し
て
付
記
す

（
時
効
完
成
後
の
供
託
金
）

第
五
十
七
条
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
供
託
金
は
、
歳
入
納
付
の
手
続
前
に
お
い
て
も
、
払
い

渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

四
執
行
官
を
受
取
人
と
し
て
振
り
出
す
小
切
手
に
は
、
線
引
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
（
規
則
第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
定
め
る
保
管
金
の
払
戻
し
に
関

す
る
規
定
の
手
続
は
、
特
例
省
令
第
十
一
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
と
す
る
・

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
二
十
八
条
第
一
一
項
の
請
求
者
又
は
そ
の
代
理
人
へ
の
通
知
は
、

隔
地
払
の
方
法
の
場
合
に
あ
っ
て
は
特
例
省
令
別
紙
第
三
号
書
式
に
よ
る
国
庫
金
送
金
通
知

書
を
も
っ
て
、
預
貯
金
振
込
み
の
方
法
の
場
合
に
あ
っ
て
は
附
録
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
り

作
成
し
た
通
知
書
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
規
則
第
一
一
十
八
条
第
三
項
（
規
則
第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
定
め
る
国
庫
内
の
移
換
の
た
め
の
払
渡
し
に
関
す
る
規
定

の
手
続
は
、
特
例
省
令
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
保
管
金
払
込
事
務
等
取
扱
規

程
第
八
条
第
一
一
項
及
び
第
八
条
の
一
一
並
び
に
特
例
省
令
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
と
す

る
0

印
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
認
可
の
年
月
日
が
供
託
物
払
渡
請
求
の
年
月
日
と
同

一
で
あ
る
と
き
は
、
認
可
の
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

ヲ
（
四
一
」
‐
〆
」
◎



（
資
格
証
明
書
等
）

第
六
十
三
条
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
供
託
物
の
払
渡
請
求
に
準
用
す
る
。

２
規
則
第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
の
規
則
第
十
四
条
第
四
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
供
託
官

に
提
示
し
た
委
任
に
よ
る
代
理
人
の
権
限
を
証
す
る
書
面
は
、
第
三
十
二
条
の
こ
の
規
定
に

よ
る
措
置
が
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
供
託
官
は
、
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

規
則
第
十
四
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
代
表
者
の
資
格
又
は
代
理
人
の
権

（
供
託
物
払
渡
し
の
場
合
の
副
本
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
等
）

第
六
十
一
一
条
供
託
物
を
払
い
渡
し
た
と
き
は
、
係
員
は
、
副
本
フ
ァ
イ
ル
に
払
渡
年
月
日
、

還
付
又
は
取
戻
し
の
旨
、
払
渡
高
及
び
残
高
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
供

託
物
の
全
部
を
払
い
渡
し
た
と
き
は
、
還
付
又
は
取
戻
し
の
旨
、
払
渡
高
及
び
残
高
の
記
録

に
代
え
て
そ
の
全
部
に
つ
き
還
付
又
は
取
戻
し
が
さ
れ
た
旨
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
外
貨
債
の
供
託
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
記
録
し
た
邦
貨
換
算
額
を
受
入
高
と
し
て
、
払
渡
高
及
び
残
高
を
記
録
す
る
も
の
と
す

（
振
替
国
債
払
渡
し
の
場
合
の
措
置
）

第
六
十
一
条
供
託
振
替
国
債
に
係
る
払
渡
手
続
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
供
託
振
替
国
債
の

払
渡
し
に
関
す
る
規
定
に
基
づ
き
、
銘
柄
ご
と
に
振
替
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
価
証
券
払
渡
し
の
場
合
の
措
置
）

第
六
十
条
供
託
官
は
、
規
則
第
一
一
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
供
託
有
価
証
券
払
渡
請
求
書
を
請

求
者
に
交
付
す
る
と
き
は
、
請
求
者
に
対
し
て
、
そ
の
末
尾
に
日
本
銀
行
あ
て
領
収
の
旨
を

記
載
の
上
日
本
銀
行
に
提
出
し
て
有
価
証
券
の
払
渡
し
を
受
け
る
よ
う
指
示
し
な
け
れ
ば
な

３
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
し
た
と
き
は
、
係
員
は
そ

の
旨
を
副
本
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
金
銭
供
託
元
帳
、
有
価
証
券
供
託
元
帳
又
は
振
替
国
債
供
託
元
帳
に
払
渡
し
の
記
録
を
し

た
と
き
は
、
係
員
は
、
供
託
物
払
渡
請
求
書
の
元
帳
欄
に
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
供
託
有
価
証
券
払
渡
請
求
書
を
請
求
者
に
交
付
し
た
と
き
は
、
係
員
は
、
他
の
一

通
の
供
託
有
価
証
券
払
渡
請
求
書
の
交
付
欄
に
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
供
託
有
価
証
券
払
渡
請
求

書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

替
書
の
整
理
番
号
を
記
載
し
、
交
付
欄
に
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
（
》
○

ら
な
い
。



第
七
十
四
条
の
一
一
規
則
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
供
託
等
に
関
す

る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
こ
の
準
則
に
よ
る
ほ
か
、
平
成
一
一
十
三
年
十
一
一
月
一
一
十
八

日
付
け
法
務
省
民
商
第
三
一
八
七
号
法
務
省
民
事
局
長
・
法
務
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
通
達

第
七
十
四
条

３
供
託
金
利
子
の
補
て
ん
の
た
め
の
振
替
済
通
知
書
は
、
そ
の
供
託
金
利
子
補
て
ん
請
求
書

の
控
え
と
と
も
に
、
前
項
の
帳
簿
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
三
条

2 第
七
十
一
一
条
供
託
有
価
証
券
の
利
札
の
払
渡
し
を
認
可
し
た
と
き
は
、
係
員
は
、
副
本
フ
ァ

イ
ル
に
払
渡
し
の
利
札
、
認
可
年
月
日
及
び
認
可
の
旨
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
第
六
十
条
の
規
定
は
、
利
札
の
払
渡
し
に
準
用
す
る
。

（
供
託
金
利
息
払
渡
し
の
場
合
の
副
本
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
）

第
七
十
一
条
供
託
金
利
息
を
払
い
渡
し
た
と
き
は
、
係
員
は
、
副
本
フ
ァ
イ
ル
に
払
渡
年
月

日
、
期
間
及
び
払
渡
金
額
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
四
条
か
ら
第
七
十
条
ま
で

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

る
○

に
準
用
す
る
。

限
を
証
す
る
書
面
を
確
認
し
て
、
供
託
物
払
渡
請
求
書
の
適
宜
の
箇
所
に
附
録
第
八
号
の
二

様
式
の
印
判
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

供
託
金
利
子
補
て
ん
請
求
書
は
、
三
通
作
成
し
、
そ
の
二
通
を
支
出
官
に
送
付
し
、
他
の

一
通
は
控
え
と
し
て
供
託
金
利
子
補
て
ん
請
求
書
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す

（
少
な
く
と
も
四
半
期
ご
と
に
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
託
金
利
子
の
補
て
ん
請
求
）

（
受
付
、
調
査
の
記
載
等
）

（
利
札
払
渡
し
の
場
合
の
副
本
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
）

第
五
章

第
四
章

供
託
金
利
子
の
補
て
ん
請
求
は
、
供
託
金
の
残
高
を
考
慮
し
て
適
宜
の
時
期
に

第
五
十
六
条
及
び
第
六
十
三
条
の
規
定
は
、
供
託
金
利
息
及
び
利
札
の
払
渡
し

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
供
託
等

供
託
金
利
息
及
び
利
札

削
除



第
七
十
九
条
規
則
第
二
十
一
条
の
七
、
第
三
十
一
条
又
は
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
却
下

決
定
書
は
、
附
録
第
十
五
号
の
一
一
様
式
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
れ

を
交
付
し
た
と
き
は
、
決
定
書
原
本
の
欄
外
に
決
定
告
知
の
年
月
日
及
び
そ
の
方
法
を
記
載

し
て
押
印
し
、
こ
れ
を
却
下
に
係
る
供
託
書
、
代
供
託
請
求
書
、
附
属
供
託
請
求
書
、
供
託

物
保
管
替
請
求
書
、
供
託
物
払
渡
請
求
書
、
供
託
金
利
息
請
求
書
又
は
供
託
有
価
証
券
利

札
請
求
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
と
と
も
に
、
雑
書
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

２
却
下
に
係
る
供
託
書
の
添
付
書
類
又
は
請
求
書
の
添
付
書
類
は
、
請
求
が
あ
る
と
き
は
還

（
却
下
の
場
合
の
措
置
）

第
七
十
八
条
供
託
官
は
、
規
則
第
一
一
十
一
条
の
七
、
第
三
十
一
条
又
は
第
三
十
七
条
の
規
定

に
よ
り
却
下
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
案
の
内
容
が
簡
単
な
も
の
を
除
き
、
監
督
法
務
局

又
は
地
方
法
務
局
の
長
に
内
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
添
付
書
類
の
原
本
還
付
）

第
七
十
七
条
規
則
第
九
条
の
一
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
原
本
還
付
の
記
載
は
、
還
付
す
べ
き

書
類
の
謄
本
の
第
一
葉
の
用
紙
の
表
面
余
白
に
附
録
第
十
五
号
様
式
に
よ
る
印
判
を
押
印
し

て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
債
権
差
押
命
令
の
競
合
等
）

第
七
十
六
条
、
供
託
金
の
還
付
請
求
権
又
は
取
戻
請
求
権
に
つ
い
て
差
押
命
令
が
競
合
し
、
又

は
配
当
要
求
が
あ
っ
た
場
合
等
に
お
け
る
執
行
裁
判
所
に
対
す
る
事
情
の
届
出
の
事
務
の
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
五
年
九
月
六
日
付
け
法
務
省
民
四
第
五
三
三
三
号
法
務
省
民

事
局
長
通
達
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
民
事
執
行
法
第
百
五
十
六
条
第
三
項
又
は
滞
納
処
分
と
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の
調
整
に

関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
情
届
出
の
た
め
の
書
面
は
、
附
録

第
十
四
号
様
式
に
よ
り
二
通
作
成
し
、
そ
の
一
通
を
裁
判
所
に
送
付
し
、
他
の
一
通
を
譲
渡

通
知
書
等
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
情
届
出
害
を
裁
判
所
に
送
付
し
た
と
き
は
、
係
員
は
、
副
本
フ
ァ

イ
ル
に
事
情
届
出
の
旨
及
び
年
月
日
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
託
物
に
対
す
る
強
制
執
行
）

第
七
十
五
条
規
則
第
五
条
の
書
類
又
は
規
則
第
三
十
条
第
一
項
の
支
払
委
託
書
を
受
け
取
っ

た
と
き
は
、
係
員
は
、
副
本
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
年
月
日
及
び
書
面
の
種
類
を
記
録
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
六
章
雑
則



第
八
十
二
条
法
第
一
条
ノ
六
第
二
項
前
段
（
社
債
等
振
替
法
第
二
百
七
十
八
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
事
件
の
送
付
は
、
審
査
請
求
書

の
正
本
に
よ
っ
て
す
る
も
の
と
し
、
附
録
第
十
七
号
様
式
に
よ
る
意
見
を
記
載
し
た
書
面
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
付
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
意
見
害
は
、
正
本
及
び
当
該
意
見
書
を
送
付
す
べ
き
審
査
請
求
人
の
数
に
行
政
不

服
審
査
法
（
平
成
一
一
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
審
理
員
の

数
を
加
え
た
数
に
相
当
す
る
通
数
の
副
本
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
請
求
事
件
を
送
付
す
る
場
合
に
は
、
審
査
請
求
書
の
正
本
の
ほ

か
、
審
査
請
求
の
理
由
の
有
無
を
審
査
す
る
の
に
必
要
な
関
係
書
類
を
送
付
す
る
も
の
と
す

３
前
項
の
場
合
に
は
、
供
託
官
は
、
審
査
請
求
書
及
び
意
見
書
の
各
写
し
を
審
査
請
求
書
類

つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

４
法
第
一
条
ノ
六
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
送
付
は
、
意
見
書
の
副
本
に
よ
っ
て

す
る
も
の
と
し
、
附
録
第
十
七
号
の
二
様
式
に
よ
る
送
付
書
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
送
付
さ
れ
た
審
査
請
求
書
の
正
本
及
び
関
係
書
類
を
添
付
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

５
法
第
一
条
ノ
八
の
規
定
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
一
一
十
九
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法
第
一
条
ノ
六
第
一
一
項
に
規
定
す
る
意
見
の
送
付
は
、
意
見
書
の
副

（
審
査
請
求
に
対
す
る
措
置
）

第
八
十
一
条
法
第
一
条
ノ
六
第
一
項
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三

年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下
「
社
債
等
振
替
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
の
規
定
に
よ
る
相
当
の
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
事
案
の
内
容
が
簡
単
な
も
の
を
除
き
、
監
督
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
に
内
議

す
る
も
の
と
す
る
。

２
法
第
一
条
ノ
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
人
に
対
す
る
通
知
は
、
附
録
第
十
六
号

様
式
に
よ
る
通
知
書
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

３
法
第
一
条
ノ
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
相
当
の
処
分
を
し
た
と
き
は
、
供
託
官
は
、
当
該

審
査
請
求
書
を
前
項
の
通
知
書
の
写
し
と
と
も
に
審
査
請
求
書
類
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ

し
、
当
該
処
分
の
内
容
を
附
録
第
十
六
号
の
一
一
様
式
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
監
督
法
務
局
又

は
地
方
法
務
局
の
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
条
削
除

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
請
求
は
書
面
に
よ
っ
て
さ
せ
る
も
の
と
し
、
当
該
害
面
は
第
一
項
の
供
託
書
又
は

請
求
書
と
と
も
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

るか
0 ，



（
証
明
）

第
八
十
六
条
規
則
第
四
十
九
条
第
三
項
の
書
面
は
、
規
則
第
三
十
四
号
書
式
に
準
じ
て
作
成

さ
せ
る
も
の
と
し
、
供
託
官
は
、
下
部
余
白
に
証
明
文
を
付
し
、
年
月
日
及
び
職
名
を
記
載

し
、
職
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
証
明
文
及
び
職
氏
名
の
記
載
は
、
「
上
記
の
と
お
り
証
明
す
る
。
何
法
務
局
（
何

地
方
法
務
局
）
何
支
局
（
又
は
出
張
所
）
供
託
官
何
某
」
と
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
三
条
法
第
一
条
ノ
セ
（
社
債
等
振
替
法
第
一
一
百
七
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
審
査
請
求
に
つ
き
裁
決
を
す
る
に
は
《
次
の
各
号
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

’
地
方
法
務
局
長
は
、
事
案
の
内
容
が
簡
単
な
も
の
を
除
き
《
当
該
地
方
法
務
局
を
監
督

す
る
法
務
局
の
長
に
内
議
す
る
こ
と
・

一
’
法
務
局
長
は
、
事
案
の
内
容
に
つ
き
特
に
問
題
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
民
事
局
長

に
内
議
す
る
こ
と
。

２
裁
決
書
は
、
附
録
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
し
、
審
理
員
意
見
書
を
添
付
す
る
も
の

（
閲
覧
）

第
八
十
五
条
規
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
供
託
に
関
す
る
書
類
を
閲
覧
さ
せ
る
場
合
に

は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

’
一
定
の
閲
覧
場
所
を
指
定
し
、
閲
覧
書
類
を
供
託
所
外
に
持
ち
出
す
こ
と
の
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
・

二
閲
覧
の
前
後
に
閲
覧
書
類
の
枚
数
を
確
認
す
る
こ
と
・

三
閲
覧
書
類
の
抜
き
取
り
、
脱
落
、
汚
損
、
記
入
及
び
改
ざ
ん
を
防
止
す
る
こ
と
。

２
閲
覧
申
請
書
は
、
雑
書
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
四
条
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
が
審
査
請
求
に
つ
き
裁
決
を
し
た
場
合
に
は
、

裁
決
書
の
謄
本
（
審
理
員
意
見
書
の
写
し
を
含
む
。
）
を
審
査
請
求
人
及
び
当
該
供
託
官
に

送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
供
託
官
は
、
裁
決
書
の
謄
本
（
審
理
員
意
見
書
の
写
し
を
含
む
。
）
を
審
査
請
求
書
類
つ

づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

３
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
が
審
査
請
求
に
つ
き
裁
決
を
し
た
場
合
に
は
、
民
事
局
長

に
裁
決
書
の
写
し
を
添
え
て
そ
の
旨
を
報
告
（
地
方
法
務
局
長
に
あ
っ
て
は
当
該
地
方
法
務

局
を
監
督
す
る
法
務
局
の
長
を
経
由
し
て
）
す
る
も
の
と
す
る
。

本
に
よ
っ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。



（
保
管
金
月
計
突
合
表
）

第
九
十
条
日
本
銀
行
国
庫
金
取
扱
規
程
第
八
十
二
条
の
一
一
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
か
ら
保

管
金
月
計
突
合
表
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
保
管
金
払
込
事
務
等
取
扱
規
程
第
十
一
一
条
の
規

定
に
よ
る
手
続
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
手
続
を
し
た
と
き
は
、
附
録
第
一
一
十
号
様
式
の
未
払
小
切
手
調
査
表
を
作
成
し
、

（
誤
払
過
渡
の
供
託
金
及
び
供
託
金
利
子
の
返
納
）

第
八
十
九
条
供
託
金
の
受
入
れ
を
取
り
扱
う
供
託
所
に
お
い
て
、
供
託
金
又
は
供
託
金
利
子

の
誤
払
過
渡
が
あ
っ
た
と
き
は
、
出
納
官
吏
は
、
そ
の
受
領
者
か
ら
現
金
を
受
領
し
て
保
管

金
払
込
事
務
等
取
扱
規
程
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
に
払
込
み
の
手
続
を
し
な
け
れ

２
誤
払
過
渡
の
供
託
金
利
子
の
補
て
ん
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
戻
入
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
年
度
経
過
後
に
返
納
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
金

額
を
歳
入
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
供
託
金
の
歳
入
納
付
）

第
八
十
八
条
供
託
官
の
振
り
出
し
た
小
切
手
が
そ
の
振
出
日
付
後
一
年
を
経
過
し
た
場
合
及

び
供
託
金
が
時
効
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
政
府
の
所
得
に
帰
し
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
昭
和
十
年
大
蔵
省
令
第
八
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令

第
一
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
保
管
金
取
扱
規
程
第
六
号
書
式
中
「
保
管
金
受
領
証
書
番
号
」

と
あ
る
の
は
「
供
託
番
号
」
と
、
「
保
管
の
事
由
」
と
あ
る
の
は
「
供
託
の
種
類
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
政
府
の
所
得
に
帰
し
た
供
託
金
を
歳
入
に
納
付
し
た
場
合
に
は
、
係
員
は
、
供
託
金
政
府

所
得
調
書
の
控
え
に
、
そ
の
旨
及
び
納
付
年
月
日
を
付
記
し
て
認
印
を
押
し
、
副
本
フ
ァ
イ

ル
に
歳
入
納
付
年
月
日
、
歳
入
納
付
額
及
び
供
託
金
時
効
に
よ
り
歳
入
納
付
し
た
旨
を
記
録

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
供
託
金
政
府
所
得
調
書
の
控
え
は
、
供
託
金
政
府
所
得
調
書
つ
づ
り
込
帳
に
編
て

つ
す
る
も
の
と
す
る
。

（
閲
覧
を
さ
せ
た
場
合
等
の
措
置
）

第
八
十
七
条
払
渡
し
の
完
了
し
な
い
供
託
に
関
し
、
供
託
の
確
認
を
目
的
と
す
る
供
託
に
関

す
る
書
類
の
閲
覧
を
さ
せ
た
と
き
又
は
供
託
に
関
す
る
事
項
の
証
明
を
し
た
と
き
は
、
副
本

フ
ァ
イ
ル
に
年
月
日
、
申
請
者
氏
名
及
び
閲
覧
さ
せ
た
旨
又
は
証
明
の
要
旨
を
記
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
証
明
申
請
書
は
、
雑
書
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

ば
な
ら
な
い
。



（
供
託
金
年
度
別
現
在
高
表
つ
づ
り
込
帳
等
）

第
九
十
三
条
供
託
金
年
度
別
現
在
高
表
は
、
附
録
第
二
十
一
一
号
様
式
に
よ
り
毎
月
末
日
現
在

を
も
っ
て
調
製
し
、
供
託
金
年
度
別
現
在
高
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

２
供
託
金
年
度
別
受
払
日
計
簿
は
、
附
録
第
二
十
三
号
様
式
に
よ
り
調
製
し
、
毎
日
供
託
金

の
受
払
を
年
度
別
に
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
計
算
書
等
）

第
九
十
一
一
条
会
計
検
査
院
の
検
査
を
受
け
る
た
め
の
供
託
金
の
計
算
証
明
に
関
し
て
は
、
計

算
証
明
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
会
計
検
査
院
規
則
第
三
号
）
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
条
か

ら
第
五
十
一
一
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
会
計
事
務
章
程
（
昭
和
二
十

四
年
法
務
総
裁
訓
令
経
甲
第
三
五
六
七
号
）
第
八
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
検
察
庁
会

計
事
務
章
程
（
昭
和
二
十
一
一
年
法
務
総
裁
訓
令
会
甲
第
一
一
四
八
一
号
）
第
八
十
六
条
か
ら
第

八
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
供
託
振
替
国
債
に
係
る
供
託
有
価
証
券
月
計
突
合
表
）

第
九
十
一
条
の
二
日
本
銀
行
供
託
振
替
国
債
取
扱
規
程
（
平
成
十
四
年
財
務
省
令
第
七
十
号
）

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
か
ら
供
託
有
価
証
券
月
計
突
合
表
の
送
付
を
受
け
た
と
き

は
、
供
託
振
替
国
債
取
扱
規
程
（
平
成
十
四
年
財
務
省
令
第
六
十
九
号
）
第
七
条
第
一
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
政
府
所
有
有
価
証
券
取
扱
規
程
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
す
る
も
の
と

（
供
託
有
価
証
券
月
計
突
合
表
）

第
九
十
一
条
日
本
銀
行
政
府
有
価
証
券
取
扱
規
程
（
大
正
十
一
年
大
蔵
省
令
第
十
一
号
）
第

三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
か
ら
供
託
有
価
証
券
月
計
突
合
表
の
送
付
を
受
け
た
と

き
は
、
供
託
有
価
証
券
取
扱
規
程
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
政
府
所
有
有
価
証
券
取
扱
規

程
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
手
続
を
し
た
と
き
は
、
附
録
第
一
一
十
一
号
様
式
の
未
払
供
託
有
価
証
券
調
査
表
を

作
成
し
、
こ
れ
を
供
託
有
価
証
券
月
計
突
合
表
の
写
し
と
と
も
に
、
未
払
供
託
有
価
証
券
調

査
表
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
手
続
を
し
た
と
き
は
、
附
録
第
二
十
一
号
の
二
様
式
の
未
払
供
託
振
替
国
債
調
査

表
を
作
成
し
、
こ
れ
を
前
項
の
供
託
有
価
証
券
月
計
突
合
表
と
と
も
に
未
払
供
託
有
価
証
券

調
査
表
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

こ
れ
を
保
管
金
月
計
突
合
表
と
と
も
に
、
未
払
小
切
手
調
査
表
つ
づ
り
込
帳
に
編
て
つ
す
る

も
の
と
す
る
。



（
副
本
フ
ァ
イ
ル
と
現
金
出
納
簿
等
の
照
合
）

第
九
十
六
条
供
託
官
は
、
毎
年
四
月
末
日
ま
で
に
、
副
本
フ
ァ
イ
ル
、
金
銭
供
託
元
帳
、
有

価
証
券
供
託
元
帳
又
は
振
替
国
債
供
託
元
帳
及
び
現
金
出
納
簿
、
供
託
有
価
証
券
受
払
日
計

簿
又
は
供
託
振
替
国
債
受
払
日
計
簿
を
照
合
し
、
前
会
計
年
度
末
に
お
け
る
供
託
金
、
供
託

有
価
証
券
及
び
供
託
振
替
国
債
の
残
高
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
供
託
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
場
合
に
は
、
供
託
事
件
月
表
に
そ
の
旨
を

付
記
し
、
そ
の
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
そ
の
理
由
及
び
照
合

の
結
果
を
記
載
し
た
報
告
書
一
一
通
を
監
督
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
長
に
提
出
し
な
け
れ

（
年
計
表
）

第
九
十
五
条
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
長
は
、
そ
の
局
並
び
に
管
内
の
支
局
及
び
供
託
事

務
を
取
り
扱
う
出
張
所
の
取
扱
い
に
係
る
供
託
金
、
供
託
有
価
証
券
及
び
供
託
振
替
国
債
に

つ
き
、
附
録
第
二
十
五
号
様
式
、
附
録
第
一
一
十
六
号
様
式
及
び
附
録
第
二
十
六
号
の
二
様
式

に
よ
り
年
計
表
を
作
成
し
、
毎
年
四
月
末
日
ま
で
に
民
事
局
長
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
長
は
、
前
項
の
送
付
に
代
え
て
、
同
項
の
年
計
表
に
係
る
電

磁
的
記
録
を
供
託
官
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
を
用
い
て
民
事
局
長
に
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
九
十
四
条
供
託
官
は
、
毎
月
附
録
第
二
十
四
号
様
式
の
月
表
を
一
一
通
作
成
し
、
そ
の
一
通

を
監
督
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
に
送
付
し
、
他
の
一
通
は
諸
表
つ
づ
り
込
帳
に
編
て

つ
す
る
も
の
と
す
る
。

２
供
託
官
は
、
前
項
の
送
付
に
代
え
て
、
同
項
の
月
表
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
供
託
官
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
を
用
い
て
監
督
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
に
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
長
は
、
前
項
の
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
一

通
に
意
見
を
付
し
て
、
こ
れ
を
民
事
局
長
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

ば
な
ら
な
い
。

（
月
表
）



附録第一号様式

供
託
関
係
帳
簿

年
度

年

(第 冊）

保存簿番号

０
１
１
１
１
８

第 号

保存終期

０
１
１
１
１
■
■
■

年

名
称

庁
名

法 務 局



附録第二号様式

－－－~_L一~－－－－L~－

進行番号 年度 帳簿の名称 冊数 所在 保存終期 廃棄年月日 備 考



附録第三号様式

LJ_｣－J－J－~Lへ~L_｣l､_L_~Lﾊ｣一｣一｣一」

年
月
日

受入
枚数
振出
枚数
廃棄
枚数
残存
枚数
備
考
認
印

年
月
日

受入
枚数
振出
枚数
廃棄
枚数
残存
枚数
備
考
認
印



附録第三号の二様式

｜
屋へへへへへへへへへ一

番号 年月日
公署又は
官 庁

供託

番号
供託者

払渡しを受
ける者の氏名

支払完結
年月日

備考



附録第四号様式

~~一丁一一一一一一｢一丁

進行番号
払渡請求
年月日

供託番号

年度 番号

金 額

低箏毛金 禾ll息
請求者氏名

取
別
付
の
還
戻
払渡認可
年月日

整理
番号
備 考



附録第五号様式

進行
番号
払渡請求
年月日

供託番号

年度 番号

供託有価証券

名称 総額面 枚数
請求者氏名

取
別
付
の
還
戻

払渡認可
年月日
備考



附録第五号の二様式

進行

番号

払渡請求

年月日

供託番号

年度 番号

供託振替国債

銘 柄 金額

請求者

氏 名

取
別
付
の
還
戻

払渡認可

年月日

備考



附録第六号様式

振出
年月日

整理
番号

金 額
一

兀金 利息 合計
突合
振出
年月日

整理
番号

金 額

元金 利息 合計
突合



附録第七号様式

進行番号 請求年月日 請 求 者 送付年月日 備考

一一一一一一一一一一 ‐二一一ヘー一一一一一一 一一‐全一会一一一‐」一一 一一一へ－一一今戸型一』一.一一一‘ 一‘一一一＝

ｰマーーーー‐ママ一画 一一ーーマーマママママ‐ ーーーマーーーマー‐－－－‐一一一一ママーーマ ー－－マーーーマママママ可



附録第八号様式

年 月 日
法務局(地方法務局又はそれらの支局、出張所）

供託官 國
法務局長 殿

供託関係帳簿及び書類廃棄認可申請書

下記(又は別紙目録記載)の帳簿及び書類は、保存期間を経過したので廃棄につき認可されるよ

う申請します。

目 録

L－L－ヘーL－L－会一L－会一一L一~_一」

年度 名 称 冊数 保存期間
呆存始期

保存終期
備 考



附録第八号の二様式

代理権限証明書

資格証明書

確認済

！



附録第九号様式

努局又

H輻可

壬《 閃

の守后

U

L

q



附録第十号様式

供託書訂正申請書
●

年度金(証・国)第
ロ
万

供託番号

供託者の氏名

被供託者の氏名

訂正すべき事項

上記のとおり訂正いたしたく、 申請する。

年 月 日

申請人住所氏名

法務局（地方法務局又はそれらの支局、出張所）御中

⑳



附録第十号の二様式
(表面）

(受取人住所氏名）

殿

(裏面）

備考用紙の大きさは、郵便はがき又は日本産業規格A列4の大きさとする。

国庫金振込通知書

払渡請求のあった供託金につき、ご指定の金融機関の

預貯金口座に振込みの手続をしましたので通知します。

年 月 日

(官署の所在地及び官署名）

法務局（地方法務局又はそれらの支局、出張所）

(資格・官職・氏名）

法務局 歳入歳出外現金出納官吏

供託官 ⑳

通信欄



附録第十一号様式

附録第十二号様式

附録第十三号様式

削除

削除

削除

附録第十九号様式 削除

~1



附録第十四号様式

年 月 日

法務局（地方法務局又はそれらの支局、出張所）
供託官 國

裁判所御中

事情届出書
1 供託年月日 何年何月何日

1 供託番号 何年度金第何号

1 供託金額 金何円也

1 供託者 何郡市区何町村大字何何番地

何 某

上記供託金の還付請求権（又は取戻請求権）について下記のとおり強制執行による差押え（又は

強制執行による差押えと滞納処分による差押え）が競合したところ、債権者（又は債務者）何某

から年月日に供託を受諾する旨を記載した書面が提出された（又は何何）ので民事執行法第156

条（又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第36条の6）の規定により、事情の
届出をします。

記

1 強制執行による差押命令（又は何何）何地方裁判所(ﾉﾚ)何号（又は何何）

債権者 何郡市区何町村大字何何番地

何某

債務者 何郡市区何町村大字何何番地

何某

差押金額 金何円

何年何月何日、命令送達

2 強制執行による差押命令（又は何何）何地方裁判所(ﾉﾚ)何号（又は何何）

債権者 何郡市区何町村大字何何番地

何某

債務者 何郡市区何町村大字何何番地

何某

差押金額 金何円

何年何月何日、命令送達

3 滞納処分による差押え

処分庁何郡市区何町村大字何何番地○○税務署長

債務者何郡市区何町村大字何何番地何 某

差押金額金何円

何年何月何日、通知書送達



I

附録第十五号様式

（

呈一

1

」

1

原本還付



附録第十五号の二様式

却 下 決 定
室
日

(供託者又は請求者の住所氏名） 様

供託（又は請求）事件名

あなたから 年 月 日付けで のあった本件は，以下の理由に

より却下します。

なお， この却下処分に不服があるときは，いつでも （地方）法務局長に対し審査

請求をすることができます。

おって， この処分につき取消しの訴えを提起しようとする場合には， この処分の通知を受

けた日から6月以内（通知を受けた日の翌日から起算します｡）に，国を被告として（訴訟

において国を代表する者は，法務大臣となります｡） ，処分の取消しの訴えを提起しなけれ

ばなりません（なお，処分の通知を受けた日から6月以内であっても，処分の日から1年を

経過すると，処分の取消しの訴えを提起することができなくなりますので，御注意くださ

い｡）。ただし，処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に審査請求をした場合

には,処分の取消しの訴えは,その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から6月以内（送

達を受けた日の翌日から起算します｡）に提起しなければならないこととされています。

年 月 日

(地方）法務局

供託官 ⑳

却下理由



附録第十六号様式

年 月 日

法務局（地方法務局又はそれらの支局、出張所）

供託官 國

殿

知 書通

何年何月何日、貴殿の供託申請（又は何何）を却下しましたが再審査の結果審査

請求は理由があるものと認められますので、処分を変更し、供託を受理（又は何何）

することとしましたから通知いたします。



附録第十六号の二様式

年 月 日

法務局（地方法務局又はそれらの支局，

供託官

殿

出張所）

⑳

法務局長（地方法務局長）

報 告 書

平成何年何月何日付供託申請事件（又は何何）却下処分に関し，別紙のとおり審査請求があ

りましたが，本件審査請求は，理由があると認め，下記のとおり処分をしたので報告いたし

ます。

記

何何（具体的かつ詳細に記載すること。）



附録第十七号様式

年 月 日

法務局（地方法務局又はそれらの支局，

供託官

殿

出張所）

④

法務局長（地方法務局長）

幸

居、 日見 垂

何年何月何日付供託申請事件（又は何何）却下処分に関し，審査請求がありましたが，

本件審査請求は，下記のとおりその理由がないものと認めますから，審査請求書の正本及び

関係書類を添えて本事件を送付いたします。

記

何何（具体的かつ詳細に記載すること。）



附録第十七号の二様式

年 月 日

法務局長（地方法務局長）

殿

⑳

審理員

送 付 書

年 月 日付け 事件の却下処分に対する 年 月 日付け審

査請求について，供託法（明治32年法律第15号）第1条ノ6第2項の規定に基づき，審

査請求書の正本及び関係書類を添えて，供託官の意見を送付します。



附録第十八号様式

聿
冒決裁

住所

審査請求人

原処分庁

年 月 日付け 事件の却下処分に対する 年 月

日付け審査請求について，次のとおり裁決します。

なお， この裁決につき取消しの訴えを提起しようとする場合には， この裁決の

送達を受けた日から6月以内（送達を受けた日の翌日から起算します｡）に，国

を被告として（訴訟において国を代表する者は，法務大臣となります｡），裁決

の取消しの訴えを提起しなければなりません（なお，裁決の送達を受けた日から

6月以内､であっても，裁決の日から1年を経過すると，裁決の取消しの訴えを提

起することができなくなりますので，御注意ください｡)。

1．主文

2．事案の概要

3．審査関係人の主張の要旨

4．理由（主文が審理員意見書と異なる内容である場合には，異なることと

なった理由を含む｡）

年 月 日

(地方）法務局長 ④



附録第二十号様式

未払小切手調査表（ 年 月分）

－－－L－L－

振出

年月日
整理番号

債権者

氏名
金額 備考

振出

年月日
整理番号

債権者

氏名
金額 備考



附録第二十一号様式

未払供託有価証券調査表（ 年 月分）

L一~－－L－－L－－｣ハーーーL－ヘハL－－L－－J

払渡認可

年月日
供託番号 受取人氏名

供託有 面 証券

名 称 総額面 枚数
備考



附録第二十一号の二様式

未払供託振替国債調査表（ 年月分）

払渡認可

年月日
供託番号

振替予定

年月日
請求者名

供託振替国債

銘 柄 金額
備 考



附録第二十二号様式

供託金年度別現在高表 年 月

L~一ﾊJ－－｣一ﾍｰL－ﾊﾍL－L－章L－L－－L－」
~~~一一~一~一一一‘ ~－－ ｜~一‐

｜|||||||||||||||||||||||’ ｜||||||||||||||||||||’

〈

受入年度
繰越

■ 一

局

子 一一 数 額

受入
■ 一

局

子 一↓ 数 額

ロ
ロ
ｑ;ム渡

■ 一

局

子 一一 数 額

現在
■ 一

局

f
卓
一 数 額



附録第二十三号様式

年 月
噂託金年度別受払日計錯

’ 1日

’｢顕|Z,| I■■ 0■■ I■■ I■■ I■■ q■■ I■■ I■■ 1■■ ■■

l■■■■■

l■■■■■

1 受払の記載は現金出納簿の記載の例によること。

2 内渡の場合の払の件数欄の記載は、最終の内渡の場合を除き､赤字で外数
記載上の注意

として記載すること。なお、分割払渡の場合も同様とする。
残高は、払のある場合に記載すれば足りる。3

年度

受 高

件数 金額

年月日 区分

年度

件数 金 額

前月より
繰越高

計 払高



附録第二十四号様式

(地方）法務局（支局・出張所） 供託官何某回

払渡欄中、中段は内渡件数で内数、上段は時効回復高件数金額で外数とすること。

供託物現在高

(上段は時効回復高未補てん件数金額で外数とすること。 ）

れ 件 円当'今'岩

歳入納付後支払供託金未償還金受入れ件 円

(l) 供託受入、払渡認可欄には、供託金、供託有価証券及び供託振替国債のみの受入れ又は払渡し

を計上し、供託金利息及び利札の受払いは計上しないこと。供託金と同時に供託金利息の払渡し

をしたときでも、その供託金利息は計上しないこと。供託金利息払渡しについては、供託金利息

払渡認可欄に計上すること。なお、該当欄が空白のときでも「0」の記載は要しない。

(2) 内渡しの場合は、内渡しごとに1件として取り扱い、当該件数を内数(最終分を除く。 ）として
計上すること。

(3) 保管替えの手続をした場合には、保管替えをする庁においては、保管替えをした月をもって

「払渡認可」の金銭欄又は振替国債欄に保管替えした件数金額を計上し、保管替えを受けた庁に

おいては、国庫金振替済通知書又は振替国債受払通知を受領した月をもって「供託受入」の金銭

欄又は振替国債欄に保管替えを受けた件数金額を計上する。なお、下欄の「保管替えによる移送」

又は「保管替えによる受入」欄にもその件数を計上することとし、上段に金銭を、下段に振替国
債を記載すること。

(4) 時効による歳入納付の手続をしたときは、払渡認可欄に、当該件数、金額を計上すること。
(5) 統廃合による処理

（ｲ） 被統合庁の供託官は、廃止日までの月表を作成し、統合庁の供託官に引き継ぐこと。

（ﾛ） 統合庁の供託官は、引き継いだ月表の一通を、 自庁分の月表とともに、監督法務局又は地方

法務局の長に送付すること。

備考

供託事件月表

年 月分

t

今 ；麦

件数 金額

噌 託受 入

有価証券
・
ｄ
ｑ 辰ラ雪国債

件数 枚数 総緬 微 金額

『
④
可 ;ム 渡認可

今 《麦 有価証券 振替国債

件数 金額 件数 枚数 総額面 件数 金額

弁
済

地 七・家賃

その 也
一
三
口

、
Ｄ
Ｉ
Ｊ
ノ

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

裁判上の供託

営業 呆証

選挙
丑
〈 託

執行供託
～
～

～
～

そ の 也

総 計

仁
一
一 数 金 額

供託金利息払渡認可

利札払渡認可

保管替による移送

保管替による受入

供託・払渡請求等の
却下

納入期日経過による
失効

種別 子 一一 数
口
ｊ
〃
〆女 数 金 額

金銭
■
■
日
日
■

有価証券
》
Ｉ
Ｉ
ａ

ロ
。
ｑ辰程

●
今
、

Ⅱ■■■■■■■

玉
一

１
二萱

■
｛
■
９
二
■
■



附録第二十五号様式 供託金年計表

何法務局 何某国(何地方法務局）長何年度

備考
1 用紙の寸法は、 日本産業規格A列4とし、
左方約3cmの綴代を設けること。
2 本表は、会計年度（4月1日より翌年3月
末日まで）により作成し、毎年4月末日まで
に民事局長あて送付すること。
3 内渡しの場合は、内渡しごとに1件として取
り扱い、当該件数を内数（最終分を除く。 ） と
して払高件数欄に括弧を付して計上すること。
4 消滅時効の完成を理由に供託金の歳入納付
の手続きをしたものについて、払渡請求を認可
し供託金を払渡した場合には、時効回復高欄
にその件数金額を払高の外数として計上する
こと。
5供託所の統廃合があった場合には、次の点
に留意すること。
i 被統合庁の被統合日までの件数、金額は、
被統合庁の受高、払高の各欄に記載する。
なお、引継ぎをした供託金は払高欄に記載

、 被統合日における現在高の件数、金額は、
被統合庁の現在高の各欄に括弧を付して朱
書し、備考欄に統合の年月日、統合庁名等
を記載する。
通統合庁が被統合庁から引継ぎを受けた件
数、金額は統合庁の現在高の各欄に自庁分
と合算の上黒害し、その下に引継ぎを受け
た件数、金額を括弧を付して朱書し、備考
欄には、被統合庁名を記載する。なお、被
統合庁から引継ぎを受けた件数､金額は受
高欄に計上しない。
iv 3月末日をもって統廃合された場合も、
翌年度に引き継ぐことなく当該年度におい
て処理する。
6前年度の「現在高」 と本年度の「前年度よ
り越高」 とは一致すること。

前年度より鵬

件数 金 額

受
■ 一

局

件数 金 額

払
■ 一

局

件数 金 額
時効回復高

件数 金 額

現在
■ 一

局

件数 金 額

利息払濾3両高

件数 金 額
備考

挫は,芽地方墓務畠 円 円 円 円 円 円

同何支局

同何出張所

合 計



附録第二十六号様式

何年度

供託有価証券年計表

何法務局（何地方法務局）長何某国

備考
1 用紙の寸法は、 日本産業規格A列4とし、
左方約3cmの綴代を設けること｡
2本表は、会計年度（4月1日より翌年3月
末日まで）により作成し、毎年4月末日まで
に民事局長あて送付すること。
3本表は、月表の作成要領にならって作成す
ること。
4供託所の統廃合があった場合には、次の点
に留意すること。
i 被統合庁の被統合日までの件数、枚数、
券面額は、被統合庁の受高、払高の各欄に
記載する。なお、引継ぎをした供託有価証
券は、払高欄に記載しない。
h 被統合日における現在高の件数、枚数、
券面額は、被統合庁の現在高の各欄に括弧

を附して朱書し、備考欄に統廃合の年月日、
統合庁名等を記載する。
m統合庁が被統合庁から引継ぎを受けた件
数、枚数、券面額は、統合庁の現在高の各
欄に自庁分と合算の上黒書し、その下に引
継ぎを受けた件数、枚数、券面額を括弧を
附して朱書し、備考欄には被統合庁名を記
載する。なお、被統合庁から引継ぎを受け
た件数、枚数、券面額は受高欄に計上しな
い。

iv 3月末日をもって統廃合された場合も、
翌年度に引き継ぐことなく、当該年度にお
いて処理する。
5前年度の「現在高」 と本年度の「前年度よ
り越高」 とは一致すること。

向i洋度より越高

側 棚 獅瀬

受
■ _

局

蝋 獺 券醗

払
■ 一

局

徽 棚 券面額

現在
■ _

局

側 棚 券面額

利札払渡

認可件数
備考

’何封溌皆局ド 円
0

０
１

円
1

１
１

円I
I

円
1

０
１

同何支局
８
０
１

８
１
１

８
１
１

■
■
０
■
１

同何出張所
１
１
０

８
１
１

０
０
０

Ｉ
Ｉ
Ｏ

１
０
０

０
１
０

０
１
１

０
０
日

０
０
０

１
０
０

１
１
０

合 計
■
Ｉ
由
０
■

■
ｉ
■
Ⅱ
■

Ｉ
Ｉ
Ｂ

０
０
日



附録第二十六号の二様式

何年度

供託振替国債年計表

何法務局(何地方法務局)長何某 画

備考 1

2

用紙の寸法は、 日本産業規格A列4とし、左方約3cmの綴代を設けること。

払高欄中償還期日の到来による払渡しの場合は、該当件数及び金額を内数として表示すること。

前年度より越高

件数 金 額

受
■ 一

局

件数 金 額

払
一口 一

局

件数 金 額

現 在
B 一

局

件数 金 額

備 考

何法務局

(何地方法務局）

円 円 （ ） （ ） 円 円

同何支局 （ ） （ ）

同何出張所 （ ） （ ）

合 計



附録第二十七号様式

番

年 月

号
日

日本銀行（何店） 御中

法務局

供託官 何 某⑳

取引関係通知書

何何法務局供託官何某は、本日付をもって、貴店との間に供託有価証券の寄託に
関する取引を開始するので通知します。

(理由）

(附記）

備考 1 この通知書には印鑑票を添付すること。
2 供託官に異動があった場合において作成すると
きは、前任者の資格及び氏名を附記すること。


